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南 九 州 市 民 憲 章  

平成 20 年 12 月１日制定  

 

わ た くし た ちは ，郷 土 の豊 か な自 然と 歴 史・ 文 化を 大事 に し， 世 界 の

恒 久 平和 をめ ざす ， 創 造 と 活力 に満 ちた こ こ ろや すら ぐま ち を つ く るた

めに，市民憲章を定め実践します。  
 
一  わ た く し たち は， 平和 と い の ち の尊 さを 語 り 継 ぎ ，豊 かな 自然 を 活

かした美しいまちをつくります。  
 
一  わ た く し たち は， ふる さ と へ の 愛情 と誇 り を む ね に， 進ん で学 び ，

生涯学習のまちを築きます。  
 
一  わ た く し たち は， きま り と 責 任 を重 んじ ， や さ し く礼 儀正 しい 人 に

なります。  
 
一  わ た く し たち は， たゆ ま ぬ 努 力 で産 業を 興 し ， く らし とい のち が 輝

く住みよいまちをつくります。  
 
一  わ た く し たち は， 心身 の 健 康 に 努め ，あ た た か い 家庭 と， 共に 支 え

合う地域社会をつくります。  

 

 

 

 

南 九 州 市 「平 和 を語 り継 ぐ都 市 」宣 言  
平成 20 年８月 15 日制定  

 

私 た ちの 郷 土は ，温 暖 な気 候 と豊 かな 自 然， 多 くの 歴史 的 文化 遺 産 に

恵 ま れ， これ らを 大 切 に 継 承し つつ 新た な 文 化を 創造 する と い う 先 人の

たゆまぬ努力と英知によって発展してきました。  

 

し か しな が ら， 先の 大 戦で は ，特 攻と い う人 類 史上 類の な い作 戦 に よ

り 多 くの 若者 がこ の 地 か ら 南の 海へ 飛び 立 ち ，か けが えの な い 命 が 失わ

れました。  

 

私 た ちは ， 現在 の暮 ら しが 戦 争に よる 多 くの 尊 い犠 牲の 上 に成 り 立 っ

ていることを決して忘れてはなりません。  

 

そ し て今 ， 南九 州市 は ，安 心 ・安 全な 南 の食 料 供給 基地 と して 新 た な

歩みを始めました。  

 

南 九 州市 は ，次 の世 代 へこ の 豊か な郷 土 を引 き 継ぎ ，限 り ない 発 展 を

続 け てい くた めに 世 界 の 恒 久平 和を 願い ， 非 核三 原則 の堅 持 を 求 め ，平

和 と 命の 尊さ を語 り 継 い で いく こと を決 意 し ，こ こに 「平 和 を 語 り 継ぐ

都市」を宣言します。  

  



 

 
 
平成 20 年 10 月１日制定  

 
 

市の花 （ひ まわ り）   
花 が 太 陽 に 向 か っ て 咲 き ， 未 来 に 向 か っ

て 明 る く 進 む 南 九 州 市 を 象 徴 し て い る 。 市
民 が 毎 年 植 え て い く 楽 し み が 持 て て ， 育 て
やすく，取組み易い。  

本 市 内 の 学 校 等 で は ， ひ ま わ り の 種 を 植
え て 育 て て お り ， 児 童 ・ 生 徒 か ら も 親 し ま
れ て い る と い う こ と で ， 市 の 花 選 定 に 際 し ，
市民応募数第１位で選ばれた。  

 
本 市 と 交 流 協 定 を 結 ぶ 「 北 九 州 市 」 も

「ひまわり」を市の花としています。  
              

ひまわり：キク科の１年草で原産地は北アメリカ大陸西部 
 
 

 市の 木（  桜  ）   
市 内 各 地 （ 学 校 や 公 園 な ど ） に 数 多 く 植

えられており，市民からも親しまれている。  
南 九州 市木 と してふさ わし いと ，市民応 募

数 １ 位 で 選 定 さ れ た 。 本 市 内 で は 「 大 野 岳 」，
「 知 覧 平 和 公 園 」，「 岩 屋 公 園 」，「 塘 池 公 園 」，
「諏訪公園」などが桜の名所である。  
 

本 市 と 友 好 姉 妹 都 市 で あ る 「 小 城 市 」 も
「桜」を市の木としています。  

           
 

  桜 ：バラ科サクラ属の植物のうちサクラ亜属に属する落葉樹  
 

 
市の木 （  茶  ）         

お 茶 の 生 産 量 「 日 本 一 」 と い う こ と で ，
「茶」も市の木として選定された。  

お 茶 の 木 は 中 国 種 と ア ッ サ ム 種 の 二 種 に
大 別 さ れ る が ， 日 本 に お い て は 低 木 で 葉 が
小 さ く ， 寒 さ に 強 い 中 国 種 が 多 く 栽 培 さ れ
ている。  

  
お 茶 の 生 産 量 日 本 第 ２ 位 の 「 静 岡 県 牧 之

原市」も「茶」を市の木としています。  
  

  茶 ：ツバキ科の常緑灌木，発祥地は中国南西部の亜熱帯地方  
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計 画 策 定 の趣 旨 及 び基 本 的 な考 え方  
 

教育振興基本計画とは…教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
るため，教育の振興に関する施策についての基本的な方針や講ずべき施策，その他
の必要な事項について，教育基本法第 17 条に基づいた計画です。 

南九州市教育委員会は，教育基本法第 17条第２項の規定に基づき，本市の実情に
応じた教育振興のための施策に関する基本的な計画として，「南九州市教育振興基
本計画」を平成 23年３月に策定。以来，現在に至るまで本市教育行政の取り組むべ
き施策等について示し，計画的に取り組んできているところであります。 
 
 

教 育 基 本 法  抜粋（平成 18 年法律第 120 号） 
（教育振興基本計画） 
第 17 条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他
必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、
公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公
共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努
めなければならない。 

 
●第１期～第３期南九州市教育振興基本計画 

これまで南九州市教育委員会では，市総合計画の「教育文化に関するまちづく
り」の基本施策，施策の展開の一部を教育大綱として定め，その実現に向け施策
を体系化した計画書として，第１期南九州市教育振興基本計画（平成 23～27 年
度），第２期南九州市教育振興基本計画（平成 28～令和２年度），第３期南九州市
教育振興基本計画（令和３～７年度）を策定し総合的かつ計画的に教育振興施策
に取り組んできたところです。 

 
●第４期南九州市教育振興基本計画（令和８～12 年度） 

令和５年に策定された第２次市総合計画後期基本計画（令和５～令和９年度）
の「教育文化に関するまちづくり」の基本施策，施策の展開の一部を教育大綱と
して定め，その実現に向け５つの方向性に基づき 19の施策を体系化した計画書と
なっています。 

令和８年度から令和 12年度までの５年間を計画期間として，取り組むべき施策
等を具体的に示してあります。 

 

 

  
平  成 令  和 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

南九
州市 

第１次 総合計画 第 2 次 総合計画   

（前期） （後期） （前期） （後期）   

  第１期  
教育振興基本計画 

第２期  
教育振興基本計画 

第３期  
教育振興基本計画 

第４期 
教育振興基本計画 

国 第１期  
教育振興基本計画 

第２期  
教育振興基本計画 

第３期  
教育振興基本計画 

第４期  
教育振興基本計画   

鹿児
島県 

第１期  
教育振興基本計画 

第２期  
教育振興基本計画 

第３期  
教育振興基本計画 

第４期  
教育振興基本計画   
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 本 市 の教 育 を取 り巻 く現 状 と課 題  

 

児童生徒を取り巻く状況は，国際化社会や情報化社会への移行，科学

技術の急速な進歩などにより，大きく変化しています。また，少子高齢

化の進展や雇用環境の変容，地球規模の課題への対応など先行きが依然

として不透明な状況が続いています。  

教育に関しても，家庭や地域の教育力の低下，子供の学ぶ意欲や学

力・体力の低下，規範意識や倫理観の欠如など，多くの課題が指摘され

ており，本市においても，児童生徒の学力向上，いじめ問題や不登校等

への対応，特別支援教育の充実，教育 DX の推進など取り組むべき課題

があります。  

 

(１ ) 児童生徒の減少と教育の振興  

 

本市 の令 和７年５月 １日現在 の学校数及 び児 童生徒 数の 現状は，

小学校 15 校，児童数 1,382 人，中学校３校，生徒数 741 人となっ

ており，年々減少していく傾向にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学校当たりの学級数は，学校教育法施行規則で 12 学級以上 18

学 級以下を標準とすることが 規定 されて いま すが，現在 ，本市の 小

中 学校 18 校中，こ の標準を満 たしている のは ，川辺小学 校の１校

だ けであり， ほとんどの 学校 が 12 学級 を下回る 小規模 の学 校で あ

り，その中でも７校の小学校が複式学級となっています。  

  

南九州市児童生徒数の推移及び推計  

(年 度 ) 
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小規 模の学 校で は， 児童生 徒一人一人に目が届 くな どの利 点が あ

る ものの，集団生活の中で切 磋琢 磨する 機会 が少ないこ とや教職 員

配置など，教育環境の面で不十分な点もあるとの指摘もあります。  

一方 では， 過疎 化・ 少子化 が進行する本市にあ って は，小 学校 と

地 区運動会を合同で行うなど ，学 校は地 域コ ミュニティ の中心で あ

り ，避難所としての防災機能 も併 せ持っ てい ることから ，今後は ，

小 規模の学校の教育振興をど のよ うに図 って いくかが大 きな課題 で

す。  

このような状況を踏まえ，平成 24 年 10 月に「南九州市学校のあ

り 方検討委員会」から「小学 校は ，複式 学級 の解消がで きる学校 づ

く り を 目 指 す 」「 中 学 校 は ， 全 教 科 の 教 諭 が 配 置 で き る と と も に 多

様 な部活動ができるよう， 1 学 年２学級以上の 学校 づくり を目 指す」

と いった基本的な考え方が意 見書として報告さ れたところ です 。こ

の 意見書を受け，市立小学校 のあ り方・ 学校 づくりにつ いて，さ ら

に 協議・検討 を進めるた め， 平成 29 年７月 に「 南九州市立 小学 校

の将来のあり方検討委員会」が設置されました。  

平成 31 年 1 月には当該検討委員会による検討結果が，答申書と

し て市教育委員会へ提出され ，市 教育委 員会 では，この 答申書を 基

に ， 令 和 元 年 ９ 月 「 南 九 州 市 立 小 学 校 の あ り 方 に 関 す る 基 本 方 針

（※ 32 頁 (2)の項参照）」を策定したところであります。当面は，こ

の 基本方針の趣旨に沿って， 地域 が総意 に基 づいて学校 再編を検 討

す る場合の 教育 委員 会の支 援や，再編をしない 学校への支 援策 等を

積極的に検討・実施していきます。  

なお ，市内 小学 校の 在り方 については，今後も 児童 数の減 少が 見

込 まれることから，引き続き 子ど もたち にと って望まし い学びの 環

境について検討してまいります。  

 

(２ ) 学力の実態とこれまでの取組  

 

令和７年４月に実施された全国学力・学習状況調査の結果による

と，本市児童生徒の学力の実態は，小学６年生では，国語と算数は

全国平均を下回りましたが，理科が全国平均を上回りました。中学

３年生では，数学と理科は全国平均を下回りましたが，国語が全国

とほぼ同等の結果となりました。なお，中学３年生については，県

との比較では，全教科で県平均を上回っています。このように，本

市児童生徒の学力の実態は，全国・県と同程度及び全体的に向上傾
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向ではありますが，未だ課題が残ることから，引き続き重点課題を

「学力向上」と捉え，各学校では，授業改善に取り組んだり，校内

研修の在り方を工夫したりするなど，具体的な取組を継続していき

ます。  

また，令和７年１月に実施された鹿児島学力・学習状況調査の結

果によると，小学５年生では，全教科とも県平均にわずかに及ばな

かったものの，ほぼ同等の結果となり，その差は年々縮まりつつあ

ります。中学１年生では，国社数英の４教科は県平均を下回りまし

たが，理科は３年連続で県平均を上回りました。中学２年生では，

国数理英の４教科が県平均を上回る好結果となり，特に，理科は小

学校と同様，３年連続で県平均を上回りました。一方で，社会は中

学１・２年生ともに，県平均との差が開き，課題が残る結果となり

ました。  

これらの結果を踏まえ，今後も，主体的・対話的で深い学びの視

点から各教科の授業改善を図るとともに，１人１台端末の活用や諸

調査等のＣＢＴ化への対応など，これからの時代に求められる学力

を見定めながら，児童生徒の学力向上のための具体策を講じていき

ます。  

 

全国学力・学習状況調査結果の概要（令和７年度）  

（小学６年生）         （中学３年生）※ 理 科 は IRT ス コ ア  

 国語  算数  理科    国語  数学  理科  

本市  64 54 62 本市  54 46 493 

県  67 57 60 県  53 45 493 

国  66.8 58 57.1 国  54.3 48.3 503 

国との差  -2.8 -4 +4.9 国との差  -0.3 -2.3 -10 

 

鹿児島学力・学習状況調査の結果の概要（令和６年度）  

（小学５年生）  

 国 語  社 会  算 数  理 科  

本市  63.4 60.0 6 5.1 64.6 

地区  62.3 61.0 6 3.7 63.0 

県  64.6 61.8 6 5.6 65.0 

県との差  -1.2 -1.8 - 0.5 -0.4 
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（中学１年生）  

 国 語  社 会  数 学  理 科  英 語  

本市  60.2 45.8 4 7.3 58.1 55.2 

地区  61.1 51.2 4 8.5 58.5 58.4 

県  62.9 52.4 4 8.8 57.9 58.8 

県との差  -2.7 -6.6 - 1.5 +0 .2 -3.6 

 

（中学２年生）  

 国 語  社 会  数 学  理 科  英 語  

本市  66.3 41.5 4 1.1 54.1 53.8 

地区  65.9 44.1 4 2.1 53.6 51.9 

県  66.3 47.0 4 0.9 52.4 52.8 

県との差  +0.0 -5.5 + 0.2 +1 .7 +1.0 

 

(３ ) いじめ，不登校等の状況  

 

本市 におい て， いじ めは， どの学校・学級でも 起こ りうる 重大 な

問 題ととらえ，「一件でも多 く発 見し， 解消 する。」と いう基本 認

識 を各学校と共有し，いじめ の早 期発見 ・対 応に努めて います。 そ

の 結果，平成 30 年度 から小 中学校に おけるいじ めの認知件 数は ，

毎年 100 件を超えている他，認知した際は，いじめの解消に向けて

「 一晩置かず」「被害児童生 徒に 寄り添 い」 「組織的に 」対応す る

ようにしています。  

一方 ，ＳＮ Ｓな どネ ット上 のトラブルの増加な ど， 学校だ けで は

対応が難しい事例も増えてきています。  

この ような 現状から，早期発 見に 向けた 相談 体制の充実 を図ると

と もに，ＳＯＳの出し方教育 を推 進し， ＳＯ Ｓを把握す るための 各

種アンケートを定期的に実施していく必要があります。  

ま た ， 不 登 校 に つ い て は ， こ こ 数 年 高 止 ま り の 状 況 が 続 い て お

り ，憂慮すべき状況です。特 に， 国や県 と同 じく小学校 の不登校 児

童 数が増加傾向にあり ます。 不登 校の 要因は 一様ではなく，無気 力

や 学習に係る不安といった本 人に 関する 要因 や，学校に おける人 間

関 係，家庭に関することなど が複 雑に関 連し ており，個 々の児童 生

徒の実態や心情に寄り添った丁寧な対応が必要となっています。  

これ らのこ とか ら， 不登校 児童生徒の不安や悩 みを 把握す るた め

に ，１人１台端末の活用や， スク ールカ ウン セラー，ス クールソ ー
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シ ャ ル ワ ー カ ー 等 と 連 携 し た 相 談 体 制 の 充 実 を 図 る こ と が 大 切 で

す 。さらに，学校への復帰に 向け て，一 人一 人の状況に 応じた個 別

の 支援計画を作成し，家庭や 福祉 等の関 係機 関とも連携 しながら ，

継続的に指導・支援していく必要があると考えています。  

 

         いじめの認知件数の推移      （件）   

年    度  Ｒ４年度  Ｒ５年度  Ｒ６年度  

小  学  校  102 78 80 

中   学  校  26 34 30 

合      計  128 112 110 

 

 

 

 

 

 

 

不登校児童生徒数      （人）  

年    度  Ｒ４年度  Ｒ５年度  Ｒ６年度  

小  学  校  19(1.24) 13(0.88) 12(0.82) 

中  学  校  30(3.91) 24(3.07) 26(3.39) 

合     計  49(2.14) 37(1.64) 38(1.71) 

( )は在籍率（不登校児童生徒数÷在籍児童生徒数×100）  
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(４ ) 体力・運動能力  

 

今日 ，食生 活を はじ めとす る生活環境の変化に より ，児童 生徒 の

運 動 量 や 屋 外 で 体 を 動 か す 機 会 の 減 少 等 が 見 ら れ ， 児 童 生 徒 の 体

力・運動能力は，全国，本県ともに低下傾向にあります。  

本市 の児童 生徒 の体 力・運 動能力の状況につい ては ，令和 ６年 度

全 国体力・運動能力調査の結 果か ら，本 市小 学生は，県 平均をお お

むね上回っており，良好な状況にあると言えます。  

しか し，種 目に よっ ては， 県平均を下回ってい るも のもあ りま す。

長 座体前屈は，中学校女子を 除い てほと んど の学年で県 平均を下 回

っており，課題があります。また，中学生の上体起こしは , 男女共

に 県平均を下回っており，シ ャト ルラン （小 ２男子・４ 年男子・ 中

１ 女 子 ） や 立 ち 幅 跳 び （ ４ 年 男 子 ・ ５ 年 男 子 ・ ５ 年 女 子 ・ ６ 年 男

子 ）， 握 力 （ 小 ２ 男 子 ・ 中 １ 男 子 ・ 中 １ 女 子 ・ 中 ２ 女 子 ） に つ い て

は県平均を下回っています。  

体力 ・運動 能力 向上 のため に，今後も家庭にお ける 望まし い食 習

慣 や生活習慣を基盤にしなが ら， 学校に おけ る体育学習 を中心と し

た 計画的・系統的な指導の充 実を 図ると とも に，これま で以上に 家

庭 や地域と連携を深め，児童 生徒 の体力 ・運 動能力の向 上に取り 組

んでいく必要があります。  

 

  本市の体力・運動能力調査の集計結果（令和６年度  平均値）  

【 小 学 校 男 子 】（ ○ 県 平 均 以 上 ， ▲ 県 平 均 以 下 ）  

 種  

学  目

年  

握  力  

(㎏ ) 

上 体 起

こ し

(㎝ ) 

長 座 体

前 屈

(㎝ ) 

反 復 横

跳 び

(回 )  

2 0 m シ ャ

ト ル ラ ン

( 回 )  

50ｍ 走  

(秒 ) 

立 ち 幅

跳 び

(㎝ ) 

ボ ー ル

投 げ

(m) 

２ 年  
▲  

10.12 

○  

14.60 

▲  

27.85 

○  

30.22 

▲  

22.02 

▲  

11.40 

○  

124.37 

▲  

9.84 

４ 年  
○  

14.18 

○  

16.13 

▲  

28.41 

○  

36.35 

○  

38.25 

○  

9.87 

▲  

136.62 

○  

19.16 

５ 年  
○  

16.50 

▲  

17.21 

▲  

32.03 

○  

39.46 

▲  

42.37 

▲  

9.71 

▲  

145.04 

○  

23.15 

６ 年  
○  

19.80 

▲  

18.81 

▲  

33.09 

○  

43.91 

○  

56.79 

○  

9.01 

▲  

156.50 

○  

25.20 
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【 小 学 校 女 子 】  

 種  

学  目

年  

握  力  

(㎏ ) 

上 体 起

こ し

(㎝ ) 

長 座 体

前 屈

(㎝ ) 

反 復 横

跳 び

(回 )  

2 0 m シ ャ

ト ル ラ ン

( 回 )  

50ｍ 走  

(秒 ) 

立 ち 幅

跳 び

(㎝ ) 

ボ ー ル

投 げ

(m) 

２ 年  
○  

10.25 

○  

13.94 

▲  

30.29 

○  

28.85 

○  

20.15 

▲  

11.33 

○  

115.51 

▲  

7.10 

４ 年  
○  

14.14 

○  

15.46 

▲  

32.97 

○  

35.92 

○  

32.17 

○  

9.99 

○  

140.99 

○  

12.78 

５ 年  
○  

16.14 

○  

18.52 

○  

36.95 

○  

40.38 

○  

39.78 

○  

9.54 

▲  

134.12 

○  

15.85 

６ 年  
○  

19.52 

○  

18.30 

▲  

37.82 

○  

42.80 

○  

45.63 

○  

9.21 

○  

163.41 

○  

18.20 

 

【 中 学 校 男 子 】  

 種  

学  目

年  

握  力  

(㎏ ) 

上 体 起

こ し

(㎝ ) 

長 座 体

前 屈

(㎝ ) 

反 復 横

跳 び

(回 )  

2 0 m シ ャ

ト ル ラ ン

(回 )  

50ｍ 走  

(秒 ) 

立 ち 幅

跳 び

(㎝ ) 

ボ ー ル

投 げ

(m) 

１ 年  
▲  

22.89 

▲  

20.10 

▲  

38.45 

▲  

46.69 

▲  

63.65 

○  

8.65 

○  

179.93 

▲  

17.60 

２ 年  
○  

29.09 

▲  

24.69 

▲  

43.11 

○  

51.71 

○  

85.25 

○  

7.96 

○  

209.08 

▲  

21.11 

 

【 中 学 校 女 子 】  

 種  

学   目  

 年  

握  力  

(㎏ ) 

上 体 起

こ し

(㎝ ) 

長 座 体

前 屈

(㎝ ) 

反 復 横

跳 び

(回 )  

2 0 m シ ャ

ト ル ラ ン

( 回 )  

50ｍ 走  

(秒 ) 

立 ち 幅

跳 び

(㎝ ) 

ボ ー ル

投 げ

(m) 

１ 年  
▲  

20.51 

▲  

18.02 

○  

43.27 

○  

43.17 

▲  

46.04 

▲  

9.25 

○  

169.88 

○  

11.46 

２ 年  
▲  

22.55 

▲  

20.57 

○  

45.18 

○  

46.60 

○  

56.24 

○  

8.86 

○  

179.07 

▲  

12.16 

 

(５ ) 価値観やライフスタイルの多様化  

 

情報 化，国 際化 ，少 子高齢 化が進展していく中 で， 経済的 な豊 か

さが増すとともに，市民の価値観が多様化しています。  
     こ の よ う な 中 ， 住 民 を は じ め と し て ， Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 や ボ ラ ン テ ィ
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ア 団 体 な ど の 関 係 者 が 連 携 し ， ま ち づ く り を 推 進 し て い く 「 共

生 ・ 協 働 ・ 自 立 」 の 精 神 を 生 か し た 取 組 を 充 実 さ せ る こ と が 大 切

です。  
また ，地域 と学 校が 相互の ニーズを共有し，地 域ぐ るみで 子供 た

ち を見守り育てる気運を高め るた めに， 地域 学校協働活動の 充実 を

図っていきます。  

 

(６ ) 安全・安心な地域社会の環境づくり  

 

    少 子 高 齢 化 の 進 展 や 人 口 流 出 等 に よ る 過 疎 化 の 進 展 ， 価 値 観 の

多 様 化 な ど に よ り ， 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 機 能 や 地 域 の 教 育 力 が 課 題

に な っ て き つ つ あ り ， 安 心 し て 子 育 て が で き る 環 境 づ く り ， 地 域

における防災力の充実・強化などが求められます。  
    特 に ， 児 童 生 徒 が 地 域 の 中 で 安 全 ・ 安 心 な 生 活 を 送 れ る よ う な

教 育 を 行 う こ と や ， 地 域 社 会 づ く り を 推 進 す る こ と が 求 め ら れ ま

す 。 本 市 で は ， 青 少 年 市 民 会 議 を 中 核 に ， 青 少 年 育 成 校 区 ・ 地 区

民 会 議 で の 取 組 に よ り ， 児 童 生 徒 の 安 全 は も と よ り ， 問 題 行 動 等

の 未 然 防 止 及 び 心 豊 か な 子 供 た ち の 育 成 を 目 指 し た 活 動 の 充 実 が

求められます。  

加え て， 学 校に お ける 子供 たちの 放 課 後の居 場所 づ く り や週 末に

お ける学 習 活 動・ 読 書活 動・ 文 化活 動・ス ポー ツ活動 等の 様々な 体

験 活動や 地 域 住民 と の交 流活 動 を充 実させ るた めに， 放課 後子 ども

教室や地域塾などの取組の充実が求められます。  

 

      放課後子ども教室開設状況    単 位 （ 回 数 ： 回 ， 延 べ 数 ： 人 ）  

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  

17 1,263 1 2 , 4 2 1  1 6 1 , 1 7 3  1 1 , 6 87  1 6  1 0 70  9 , 73 4  

 

(７ ) 自主文化事業の実施  

 

各世 代に応 じた 各芸 術部門 の鑑賞を実施すると とも に，関 連団 体

が 実施する自主文化事業を支 援し ，市民 の文 化意識の高 揚を図っ て

いきます。  

 

  



- 10 - 
 

自主文化事業           （ 単 位 ： 人 ) 

事 業 名  
Ｒ １ 年 度  Ｒ ６ 年 度  

内 容  入 場 者  場 所  内 容  入 場 者  場 所  

マ ス ク プ レ イ

ミ ュ ー ジ カ ル  
   ピーターパン 5 0 3  

M a ru k a wa

ホ ー ル  

市 民 大 学  講 演  1, 1 1 6  
知 覧 文 化

会 館  
   

市 町 村 に よ る

青 少 年 劇 場  
一休さん 6 2 8  川 辺 小  

山の風から聞い

た話 
5 2 1  

頴 娃 文 化

会 館  

クリスマスコン

サート 

陸 上 自 衛 隊 西

部 方 面 音 楽 隊  
8 1 3  

川 辺 文 化

会 館  

陸 上 自 衛 隊 第

8 音 楽 隊  
8 1 6  

M a ru k a wa

ホ ー ル  

一般公演    

立 川 晴 の 輔 ・

蝶 花 楼 桃 花  

二 人 会  

4 5 6  
M a ru k a wa

ホ ー ル  

一般公演    
み や ま ふ れ あ

い コ ン サ ー ト  
3 2 1  

M a ru k a wa

ホ ー ル  

 

(８ ) 地域が一体となった子育て支援  

 

    近 年 の 家 族 形 態 の 変 化 や 地 域 の つ な が り の 希 薄 化 に 伴 い ， 本 来 ，

子 供 が 身 に 付 け な け れ ば な ら な い 礼 儀 や 生 活 習 慣 ， 規 範 意 識 が 十

分 に 備 わ っ て い な か っ た り ， 地 域 住 民 の 声 か け が 減 少 し た り し て

い る た め ， 家 庭 教 育 に 対 す る 支 援 が よ り 必 要 に な っ て き て い ま す 。  
     家 庭 は 全 て の 教 育 の 原 点 で あ り ， 幼 児 期 か ら の 親 と 子 の 愛 情 を

基 盤 と し た 生 活 の 中 か ら ， い の ち の 大 切 さ や 基 本 的 生 活 習 慣 ， す

べ て の 人 ・ も の へ の 思 い や り の 心 や 規 範 意 識 を 身 に 付 け さ せ る 上

で大きな役割を担っています。  
地域 には， 子供 たち の生活 を見守り，子育て支 援や 青少年 健全 育

成 の取組，異年齢の交 流等を とお した 人間性 の育成等に関わる取 組

が求められます。  
     本 市 に お い て は ， 地 域 全 体 で 支 援 す る 家 庭 教 育 を 目 指 し て お り ，

教 育 関 係 団 体 等 が ， 地 域 づ く り や 家 庭 教 育 支 援 及 び 青 少 年 健 全 育

成を目指した様々な活動を展開しています。  
また ，家庭 教育 学級 を市内 全小中学校等で開催 した り，次 世代 の

親 となる中高生向けの子育て 講座 等を実 施し たりして， 家庭の教 育

力の向上を目指しています。  
今後 も家庭 教育 の充 実に資 する取組等をとおし て， 地域総 ぐる み

で子育て支援を行っていきます。  
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       家庭教育学級開設状況   単 位 （ 回 数 ： 回 ， 参 加 者 ： 人 ）  

開 設 区 分  
Ｒ ４ 年 度  Ｒ ５ 年 度  Ｒ ６ 年 度  

回 数  参 加 者  回 数  参 加 者  回 数  参 加 者  

小 学 校  87 1,276 93 1,406 98 1,417 

中 学 校  9 124 14 232 20 509 

幼 稚 園  11 73 18 41 0 0 

合   計  107 1,473 125 1,679 118 1,926 

教 室 数  22 教 室  21 教 室  19 教 室  

 

(９ ) 社会教育団体の育成  

 

     私 た ち が 相 互 に 連 携 し て 生 き て い く た め に は ， 各 種 機 関 ・ 団 体 ，

自 治 公 民 館 ， 校 区 ・ 地 区 公 民 館 等 の 住 民 組 織 が 中 心 と な っ て ， 明

る く 豊 か な 地 域 づ く り を 目 指 し た 活 動 が 展 開 さ れ な く て は な り ま

せん。  
本市 の社会 教育 関係 団体は ，これまで多くの会 員の もとに 活動 を

展 開していますが，人口減の 影響 を受け 会員 の数は減少 傾向にあ り

ま す。特に地域活動の中心的 役割 を担っ てき た地域女性 団体，高 齢

者 団体，青年団にあっては， 価値 観の多 様化 等様々な理 由から， 団

体 への所属を望 まな い 傾向に あり ます 。また，子ども会では，会 員

数 の減少により異年齢集団で の活 動や組 織存 続が困難に なってい る

単 位子ども会もあり，近隣の 単位 子ども 会と 合同で活動 するなど 工

夫が見られます。  
この ような 状況 の中 では， 指導者研修会等を通 して 社会教 育関 係

団 体を育成し，活動 を 支援し てい くこ とが大 切です。また，地域 づ

く りには，組織的活動が必要 であ ること や， 各団体の活 動やボラ ン

テ ィア活動が大きな原動力で ある ことを 啓発 し， 共 生・協 働の 気運

を高めていく必要があります。  
 

            社会教育関係団体の会員数          （ 単 位 ： 人 ）  

団  体  区  分  Ｒ ４ 年 度  Ｒ ５ 年 度  Ｒ ６ 年 度  

南 九 州 市 地 域 女 性 団 体  592 537 501 

南 九 州 市 連 合 青 年 団  19 19 20 

南 九 州 市 子 ど も 会 育 成 連 絡

協 議 会  
1,983 1,858 1,717 

単 位 子 ど も 会 数  115 110 100 
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(10) 社会体育施設の利用状況及び連携  

 

本市の社会体育施設は， 25 施設あります。利用状況は下記のとお

りで , 多く利用されています。社会体育施設は昭和 50 年代に整備

された施設が大多数あり , 長寿命化を図りながら機能を維持し，市

民の利用に供しています。  

 

          社会体育施設利用者数          （ 単 位 ： 人 ）  

年

度 

体育館 

(3 箇所) 

陸 上 

競技場 

(3 箇所) 

武 道 館  

(2 箇所) 

テニス 

コート 

(10 面) 

弓道場 

(2 箇所) 

サッカー

場 

多 目 的

球 場  

ゲ ー ト

ボ ー ル

場  

 

その他 計  

R 3  2 9 , 3 6 4  5 3 , 3 0 5  1 1 , 8 8 5  4 , 9 0 7  1 , 1 1 8  3 , 3 8 2  2 , 4 5 1  1 6 , 5 7 6  2 1 , 2 5 5  1 4 4 , 2 4 3  

R 4  3 2 , 6 5 6  4 9 , 9 3 3  9 , 2 3 5  4 , 7 6 5  9 6 6  3 , 1 8 5  4 , 6 1 5  1 4 , 0 3 4  2 4 , 2 9 5  1 4 3 , 6 8 4  

R 5  3 0 , 3 8 0  5 8 , 0 8 8  1 1 , 1 7 2  3 , 1 8 5  7 3 6  2 , 8 3 0  2 , 4 8 3  1 6 , 7 7 3  2 0 , 9 9 9  1 4 6 , 6 4 6  

R 6  4 3 , 6 8 2  6 8 , 7 6 2  1 1 , 6 6 5  3 , 6 6 2  1 , 0 1 7  1 0 , 2 0 2  9 , 5 7 3  1 6 , 7 5 1  1 7 , 7 5 1  1 8 3 , 0 6 5  

 

このように，本市の人口は約 31,000 人ながら，多くの方が利用

しています。今後も市民が利用しやすい身近にある社会体育施設と

して計画的に整備していく必要があります。  

 

①  学校施設開放状況  

 

社 会 体 育 の 普 及 の た め に ， 学 校 施 設 開 放 事 業 に よ り ， 市 内 18

小 中学 校と 閉校 後の 体育 館と 校庭 を市 民利 用に 供し てい ます 。 多

く の 団 体 が 登 録 し て お り ,学 校 ご と に 置 か れ て い る 管 理 指 導 員 と

利用調整しながら有効に利用されています。  

 

         学 校 施 設 開 放 利 用 者 数         （ 単 位 ： 人 ）  

年  度  体  育  館  校   庭  計  

R3 33,448 24,032 57,480 

R4 34,861 20,962 55,823 

R5 33,318 17,877 51,195 

R6 32,884 16,759 49,643 

 

各地区ごとの市民利用が多いことから，市民の身近にある施設

として整備充実を図っていく必要があります。  
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②  南九州市スポーツ協会  

 

本市生涯スポーツ推進の中心を担う組織として南九州市スポー

ツ協会が各地区公民館及び市内のスポーツ競技団体をもって組織

されています。  

 

加 盟 競 技 団体 数 と 加 盟 人 数  

年 度  加 盟 団 体 数  加 盟 人 数 （ 単 位 ： 人 ）  

Ｒ ６  23 3,151  

Ｒ ７  22 2,877  

 

これからも，加盟競技団体相互の連携強化を図りながら，生涯ス

ポーツ推進の要の組織として充実した活動を継続していく必要があ

ります。  

 

(11) 文化活動の推進  

 

地域 文化活 動の 拠点 施設で ある各文化会館は， 老朽 化等に より 維

持 補修に要する経費が増加し てい ます。 今後 ，これらを 踏まえ施 設

改 修を年次的に実施するとと もに 新たな ニー ズに応じた 施設整備 を

行います。  

文化 協会に おい ては ，各支 部による文化祭の開 催等 により 地域 の

文 化振興を図ってきましたが ，文 化協会 会員 の高齢化等 により， 今

後 の文化協会の運営に支障を きた すこと が想 定され ます 。今後，新

規 の加入団体及び若年会員の 掘り 起し等 ，組 織の強化を 図る必要 が

あります。  

文化 芸術に 触れ る機 会の提 供や参加体験できる 文化 活動の 充実 を

図 るために，民間による自主 文化 事業や 補助 事業による 芸術鑑賞 事

業の導入を検討していく必要があります。  
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  政 策 （教育文化） 心の豊かさと創造力を育む教育・文化のまちづくり 
    

「確かな学力」の育成を基盤に，国際理解教育，情報教育，環境教育をはじめ，安心・
安全な「食」のまちづくりの基本となる食育，郷土のよさを生かしたきめ細かな教育の充
実やこころの教育を推進し，生きる力や創造力と豊かな心を育む学校教育の充実に努めま
す。教育の原点は家庭であるという自覚のもと，家庭教育や幼児教育をはじめ，世代間交
流を促進し，家庭・学校・職場・地域などが一体となった青少年の健全育成に努めます。 

本市の持つ豊かな自然・文化・歴史・農林水産物などの学習資源を生かし，幼児から高
齢者まで対応した生涯学習機会の充実や，それを支える指導者やボランティア団体との連
携を図り，だれでも身近に生涯学習へ参加できる体制の構築に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と自然が共生する 活気あふれる住みよいまち 南九州市 

１  

令和 8 年度〜 
令和 12 年度 

学

校

教

育

の

充

実 

社

会

教

育

の

充

実 

生

涯

学

習

の

推

進 

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進 

地

域

文

化

の

振

興 

教育政策の基本目標実現に向けた ５つの方向性  

第４期南九州市教育振興基本計画  

２  ３  ４  ５  
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【 現状 と課題】  
 
○  児 童 生 徒 が豊 かな 人生 を 切 り 拓 き， 接続 可 能 な 社 会の 創り 手と な る

こ と がで き るよ う「 個 別最 適 な学 び」 と 「協 働 的な 学び 」 を一 体 的 に

充 実 さ せ ，「 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び 」 の 実 現 に 向 け た 取 組 が 求 め

られます。  
 
○  児 童 生 徒 一人 一人 の 状 況 に 配 慮 した 指導 と ， 一 人 一人 の教 育 的 ニ ー

ズに応じた指導・支援を行う特別支援教育の充実が求められます。  

  ま た ， 児 童生 徒や 保護 者 ， 地 域 に 対 し ， 特別 支 援 教 育 への 一層 の 理

解と啓発を図ることが求められます。  
 
○  第 ４ 次 産 業革 命と もい わ れ る 急 速な 技術 革 新 の 進 展に より ，超 ス マ

ー ト 社 会 （ Society5.0） の 到 来 が 予 想 さ れ る 将 来 に 向 け て ， 技 術 革 新

に 対 応で き る人 材育 成 を図 る とと もに ， 教育 分 野に おい て も， 日 常 的

なＩＣＴの活用，ＤＸ化を推進していくことが求められます。  
 
○  グ ロ ー バ ル化 する 社会 の 中 で ， 日本 や外 国 の 文 化 を理 解し ，日 本 へ

の 愛 着や 誇 りを 持ち つ つ， グ ロー バル な 視野 で 活躍 する た めの 資 質 ・

能 力 の育 成 が求 めら れ てお り ，外 国語 教 育の 充 実， 国際 理 解教 育 の 推

進を図っていく必要があります。  
 
○  社 会 の 様 々 な 領 域 にお いて 構造 的 な 変 化 が進 行し て お り ， 児童 生徒

が 将 来， 社 会人 ，職 業 人と し て自 立し て いく た めに は， 発 達段 階 に 応

じた体系的・系統的なキャリア教育 ※ １ の促進を図る ことが必要です。  
 
○  変 化 の 激 し い これ から の社 会 を 生 き 抜く ため に ， 公 共 の 精 神に 基づ

い た 規範 意 識を 養い ， 思い や り の 心 や 感 動す る 心な ど の 豊 かな 人 間 性

や，たくましく生きるための健康や体力を育むことが求められます。  
 
○  人 権 教 育 の視 点に 立っ た 教 育 の 充実 とと も に ， 道 徳科 の授 業の 中 で

よ り よく 生 きる ため の 道徳 性 を養 うた め ，道 徳 的諸 価値 に つい て の 理

解を 基に ，自 己 を 見つ め， 物 事 を 広 い視 野か ら 多 面 的 ・多 角的 に考 え ，

自己 の生 き方 に つ い て の考 えを 深 め る 学 習を 通し て， 道 徳 的 な 判断 力 ，

心 情 ，実 践 意欲 と態 度 を育 て ，道 徳的 実 践に つ なげ てい く こと が で き

るようにすることが求められます。  
 
○  郷 土 で 学 び， 郷土 を学 ぶ 郷 土 教 育を 重視 し ， 地 域 の人 材な どを 活 用

し た 体験 活 動を 充実 し ，地 域 に開 かれ た 特色 あ る学 校づ く りを 推 進 す

ることが求められます。  
 
○  安 心 ・ 安 全で 安定 した 給 食 提 供 のた めに は ， 食 中 毒等 への 危機 管 理

体 制 の強 化 ，献 立や 食 育指 導 の工 夫， 調 理施 設 等の 適正 管 理を 図 る 必

要があります。  
 

１ 学 校 教 育 の充 実  
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○  学 校 に お ける 課題 が複 雑 化 ・ 多 様化 する 中 に お い て， 質の 高い 教 育

を 持 続可 能 なも のに す るた め に も ， 学 校 にお け る働 き 方 改 革を 推 進 し

て い くこ と が 求 め ら れ て い ま す。 特 に ， 教 職 員 の勤 務 時 間 管理 に つ い

て は ，教 職 員 用 グル ー プ ウ ェ ア 「 ミ ラ イ ム 」 の 導入 に よ り ，客 観 的 な

在 校 等 時 間 の 把 握に 努 め て い ま す が， 令 和 ６ 年 度 ， 月 45 時 間 を 超 え

る 教 職 員 が， 小 学校 （ 19.1％ ） 中 学 校 （ 40.0％ ） で あ り ， 特 に 中学 校

の在校等時間が課題となっています。  
 
○  学 校 施 設 は， 児童 生徒 等 が 一 日 の大 半を 過 ご す 学 習・ 生活 の場 で あ

り ， 児童 生 徒の 「生 き る力 」 を育 むた め の教 育 環境 とし て 重要 な 意 義

を も つだ け でな く， 地 震な ど の災 害発 生 時に は 地域 住民 の 応急 避 難 場

所 と して の 役割 も果 た すこ と から ，そ の 安全 性 の確 保は 極 めて 重 要 で

す 。 ただ ， 施設 の老 朽 化が 進 行し てい る こと か ら， 施設 ・ 設備 に 関 す

る 安 全点 検 など を通 じ て危 機 意識 の高 揚 を図 り ，安 全管 理 を徹 底 し ，

校 舎 ・屋 内 運動 場な ど の適 時 適 切 な維 持 管理 を 行 う こと が 求 め ら れ ま

す 。 大規 模 地震 など か ら児 童 生徒 の生 命 を守 る 安全 ・安 心 な学 校 づ く

りと施設の大規模な改修が課題となっています。  
 
○  児童生徒数は，合併以前の平成 15 年度には小学校 2,551 人，中学

校 1,459 人でした が，令和７年度では，小学校 1,382 人，中学校 741

人で ，今 後も 少 子 化 に よる 減少 傾 向 は 続 いて いく こと が 予 測 さ れま す 。

児 童 生徒 一 人一 人の 力 を伸 長 させ ，将 来 の社 会 に適 応で き る確 か な 人

格 形 成を 行 うた めに は ，一 定 規模 の集 団 の中 で の教 育活 動 を行 う こ と

が，より効果的で望ましいと考えられます。  
  

※ １  児 童 生 徒 一 人 一 人 の 社 会 的 ・ 職 業 的 自 立 に 向 け ， 必 要 な 基 盤 と な る 能 力 や 態 度 を
育 て る こ と を 通 し て ， キ ャ リ ア 発 達 を 促 す 教 育 。  

 

年度別児童生徒数の推移見込み      （単位：人）   

校  種  Ｒ８年度  Ｒ９年度  Ｒ 10 年 度  Ｒ 11 年 度  Ｒ 12 年 度  

小学校  1,330 1,242 1,179 1,118 1,029 

中学校  722 741 739 715 685 

                    令 和 ７ 年 ５ 月 １ 日 現 在 で 推 計       
  
【 施策 の方向性】  
 
○  実 社 会 で 生 き て 働 く 「 知 識 ・ 技 能 」， 自 ら 課 題 を 発 見 し 未 知 の 課 題

に も 対 応 で き る 「 思 考 力 ・ 判 断 力 ・ 表 現 力 等 」， 主 体 的 に 学 び 続 け る

姿 勢 ，協 働 性と いっ た 「学 び に向 かう 力 ・人 間 性等 」を 育 むこ と が で

き る よ う ，「 個 別 最 適 な 学 び 」 と 「 協 働 的 な 学 び 」 を 一 体 的 に 充 実 さ

せ，主体的・対話的で深い学びの実現を目指します。  
 
○  国 の Ｇ Ｉ ＧＡ スク ール 構 想 を 基 に， 今後 も Ｉ Ｃ Ｔ 環境 の整 備を 進 展

さ せ 教育 Ｄ Ｘを 推進 す ると と もに ，１ 人 １台 端 末等 の活 用 をと お し て

児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。  
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○  国 際 社 会 の中 で， 日本 人 と し て の自 覚を も ち ， 主 体的 に生 きて い く

ために外国語教育の充実や国際理解教育の推進を図ります。  
 
○  体 系 的 ・ 系 統 的 な キ ャ リ ア 教 育 を 促 進 す る と と も に ， 幼 保 ・ 小 ・

中・高の連携を図ります。  
 
○  道 徳 教 育 を中 心と した 心 の 教 育 を推 進す る と と も に， 人権 教育 や 一

人一人の心に届く生徒指導を推進します。  
 
○  児 童 生 徒 が ， 自 主 的 に 読書 活動 を 行 い ， 生涯 に わ た る 読書 習慣 を 身

に付けることができるよう，読書活動を推進します。  
 
○  児 童 生 徒 の 体 力 ・ 運 動 能 力 を 高 め る 指 導 の 充 実 を 図 る と と も に ，

様々な健康課題に対する学校での健康教育を推進します。  
 
○  学校給食の安定した提供と児童生徒の食育指導を推進します。  
 
○  安全・安心な学校教育関係施設の計画的な整備を推進します。  
 
○  南 九 州 市 立小 学校 のあ り 方 に 関 する 基本 方 針 （ 令 和元 年９ 月） に 基

づ き ，よ り よい 教育 環 境を 整 備し ，充 実 した 学 校教 育の 実 現に 取 組 み

ます。  

 

【 施策 体系図】   

１  学校教育の充実  
  

①  確かな学力の育成  
  

    

   
②  豊かな心を育む教育の推進  

   
    

   
③  健やかな体の育成  

   
    

   ④  地域の特色を生かした教育の
推進     

    
   

⑤  信頼される学校づくりの推進  
   
    
   

⑥  学校教育施設などの整備  
   

 

  



- 18 - 
 

【 施策 の展開】  
 
１  確 かな学力の育成  

(１) 確かな学力の向上 

学 校 の 実 状 を 踏 ま え ， 主 体 的 ・ 対 話 的 で 深 い 学 び を 展 開 で き る  

よう教育環境を整え，確かな学力の定着を図ります。  
 

具体的取組  
 

①  南 九 州 市 ス タ ン ダ ー ド を 軸 に ， 学 習 者 主 体 の 授 業 実 現 を 目 指 し  

た授業改善を図るとともに，校内研修の充実に努めます。  

②  １ 人 １ 台 端 末 及 び Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 を 積 極 的 に 活 用 し ， 児 童 生 徒 の 学  

習意欲を高め，確かな学力を身に付けさせる指導の充実に努めます。  

③  管理職研修会 や校内研修会を通 じて，かごしま学力向上支援Ｗｅ

ｂシステムやＡＩドリル等を活用し，各種調査のＣＢＴ化に対応で

きるよう努めます。  

④  小 中 連 携 教 育 を 推 進 す る と と も に ， 県 ・ 地 区 ・ 市 研 究 指 定 校 に  

よる研究公開や市内小・中学校の教 員を対象とした指導法改善研修

会を実施し，教員の指導力の向上に努めます。  
 

 

(２ ) 教育ＤＸの推進  

学 習 の 基 盤 と な る 情 報 活 用 能 力 （ 情 報 モ ラ ル を 含 む 。） の 育 成 に

向 けて，１人 １台端末等を活用し た学習 活動 の充 実を図 るとともに，

ＩＣＴ環境のさらなる整備や教育ＤＸを推進します。  
 

具体的取組  
 

①  個 別 最 適 な 学 び と 協 働 的 な 学 び の 一 体 的 な 充 実 や 主 体 的 ・ 対 話  

的で深い学びの視点からの授業改善の実現に向け，各教科等におい

て１人１台端末等を効果的に活用した授業実践を推進します。  

②  各 教 科 等 に お け る 授 業 改 善 や プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 育 を 充 実 さ せ る  

ために，教員のＩＣＴを活用した指導力を向上させる取組等を充実

させます。  

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

 
Ｒ ８  

 
Ｒ ９  

 
Ｒ 10 

 
Ｒ 11 

 
Ｒ 12 

鹿児島学力・学習状況調査 

（小５，中１・中２） 
各学年，各教科，県平均以上     

全国学力・学習状況調査 

（小６，中３） 
各学年，各教科，国平均以上     
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③  ネ ッ ト 依 存 や 情 報 モ ラ ル 等 に つ い て ， 児 童 生 徒 へ の 指 導 を 行 う  

とともに，フィルタリング設定や家庭内ルール策定に係る保護者へ

の啓発に努めます。  

④  国の「ＧＩＧ Ａスクール構想」や整備方針等を踏まえた学校にお

けるＩＣＴ環境の整備に努めます。  

⑤  教職員が校務 においてクラウドツールを積極的に活用することで，

児童生徒や保護者，教職員間の連携を密に行ったり，成績処理や教

材の共有など働き方改革を進めたりする校務ＤＸを推進します。  

⑥  学校における情報セキュリティ の確保に取り組み，教師及び児童

生徒が安心して学校でＩＣＴを活用できる環境の整備に努めます。  
 

 

(３ ) 特別支援教育の充実   

一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援を行う特別支援教育  

を 推進するとともに，児童生 徒・ 保護者 ・地 域への啓発 を推進し ま

す。  
 

具体的取組  
 

①  特別支援教育 支援員を適正に配置し，各学校及び児童生徒一人一

人の教育的ニーズに応じた支援の充実に努めます。  

②  幼保小の連携 を一層推進するとともに，障害の状態や教育的ニー

ズ，本人・保護者の意見等を踏まえ た総合的な就学先の判断がなさ

れるようにします。  

③  一人一人の教 育的ニーズに応じた指導・支援を受けることができ

るよう，校内支援体制の構築や個別の教育支援計画，個別の指導計

画，移行支援シートの作成・活用を推進します。  
 

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

授 業 で ， タ ブ
レ ッ ト を ， ほ
ぼ 毎 日 使 用 し
て い る 児 童 生
徒 の 割 合  

小 70% 75% 80% 85% 90% 全国学力・学習状況調

査（児童生徒質問紙） 

Ｒ７年度  小：67.1% 

          中：48.0% 中 50% 55% 60% 65% 70% 

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠  
Ｒ ８  

 
Ｒ ９  

 
Ｒ 10 

 
Ｒ 11 

 
Ｒ 12 

個別の教育支

援計画・指導

計画の作成率                                                                                                                             

100%     

計画作成の必要な児童

生徒に対する作成率 

Ｒ６：100％ 
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(４ ) 外国語教育の充実  

これ からの 国際 社会 におい て，自ら思考・判断 し， 言語や 文化 が

異 なる人々と主体的に協働し てい くこと がで きる児童生 徒を育成 す

るとともに，児童生徒の英語力の向上に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  ＳＥＴ加配教 員を配置するなど，小学校における外国語活動及び

外国語科の指導を充実させるともに，中学校とのスムーズな接続や

校種を超えた系統的な授業づくりを推進します。  

②  ＡＬＴやＡＥ Ａを派遣することで，授業における言語活動を増や

したり，授業以外で外国語使用を増やしたりするなど，児童生徒が

外国語を使ってコミュニケーションをとる機会の提供を推進します。  

③  「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を図るとともに，

総合的な学習の時間等において，国際理解に関する学習などの充実を

図ります。 

④  英語力の向上 のために，中学生の英語能力に関する外部試験の受

検 ※ 2 を推奨し，合 格率の向上に努めます。  

⑤  外国語教育に関する教職員の研修の充実を図ります。  
 

  
※ 2 日 本 英 語 検 定 協 会 が 主 催 し て い る 日 本 で 最 も 受 検 者 の 多 い 英 語 技 能 検 定 の こ と 。  

文 科 省 は ， 国 の 「 第 ４ 期 教 育 振 興 基 本 計 画 」 に お け る 成 果 目 標 と し て ， 中 学 校 卒 業
段 階 で CEF R  A１ レ ベ ル （ 英 検 ３ 級 程 度 ） 以 上 ， 高 等 学 校 卒 業 段 階 で CEFR  A２ レ ベ
ル （ 英 検 準 ２ 級 ～ ２ 級 程 度 ） 以 上 を 達 成 し た 中 高 生 の 割 合 を 60％ と す る 目 標 を 掲
げ て い る 。  

 

(５ ) キャリア教育の充実   

発達 の段階 に応 じた 体系的 ・系統的なキャリア 教育 を，学 校の 教

育 活動全体を通じて推進する とと もに， 児童 生徒が自分 の生き方 ，

働 き方について考え，勤労観 や職 業観を 自ら 育み，自己 実現を図 る

ためのキャリア教育の充実に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  「キャリア教 育の全体計画及び年間指導計画」を全ての学校で作

成し，学級活動を要としながら，教育活動全体を通した体系的・系

統的なキャリア教育の取組を推進します。  

②  発達段階に応 じた職場体験学習（中学校では３日間以上）や外部

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

英検３級以上の

英語力を有する

生徒 

60%     

全国の英検３級以上の

英語力を有する生徒 

（Ｒ６年度:52.4％） 
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講師による出前授業等の体験的な学習を積極的に実施し，勤労観や

職業観の育成を図ります。その際，市商工会と連携し，職場体験学

習の理解と啓発に努め，受け入れ先の拡充に努めます。  

③  自らの学習状 状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしな

がら，自身の変容や成長を自己評価する学習活動などを充実してい

くために「キャリア・パスポート」の定着を図ります。  

④  夢や希望を膨 らませる機会をつくり，一体感や愛校心を醸成する

ために「夢の懸け橋講演会・ 3 中フェスティバル」の充実に努めま

す。  

 

２  豊かな 心を 育む 教育の推進  

(１ ) 積極的な生徒指導の推進  

生徒 指導提 要を 踏ま え，課 題予防，早期対応と いっ た課題 対応 に

つ いて組織的・計画的な取組 を実 施する とも に，全ての 児童生徒 を

対象とした発達支持的生徒指導の働きかけも推進していきます。  

また ，児童 生徒 の様 々な悩 みや課題に対応する ため ，スク ール カ

ウ ンセラーやスクールソーシ ャルワーカーなど ，専門的な 知見 に基

づく組織的な教育相談体制の充実に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  学校が児童生 徒にとって安全・安心な居場所となるため，生徒指

導 の ４ つ の 視 点 を 踏 ま え た 学 習 指 導 と 生 徒 指 導 の 一 体 化 を 目 指 し ，

「魅力ある学校づくり」の取組を推進します。  

②  管理職研修会 ，生徒指導主任等研修会等をとおして，生徒指導に

関する研修の充実を図り，いじめや不登校の未然防止，早期対応が

図られるよう，教職員の指導力の向上に努めます。  

③  「 学 校 生 活 ア ン ケ ー ト 」 や 「 学 校 楽 し ぃ ー と 」， １ 人 １ 台 端 末 を

活用した心の健康観察を実施するなど，アセスメント ツールを活用

し，いじめ等の児童生徒の SOS を早期発見，早期対応に努めます。  

④  いじめや不登 校などへの対応として，各学校の実態に即して，教

育相談員やスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーを

派 遣 し た り ，「 南 九 州 市 子 ど も 相 談 セ ン タ ー 」 を 活 用 し た り す る な

ど教育相談体制の充実を図ります。なお，教育相談に関する専門的

な知識を有する「市子ども相談センターアドバイザー」を配置し，

教育相談員やスクールソーシャルワーカーへの助言， 市内各学校へ

の「南九州市子ども相談センター」派遣を通じたカウンセリングの

充実に努めます。  
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⑤  不登校児童生 徒に対して，教育支援センターの整備や１人１台端

末の活用による授業配信を積極的に行ったり，フリースクール等の

民間団体の情報を提供したりするなど，多様な学びの場の確保を行

い，不登校児童生徒への支援を推進します。  

⑥  児童生徒に対 する「 SOS の出し 方に関する教育」及び教職員等に

対 す る 「 ゲ ー ト キ ー パ ー 養 成 研 修 （ SOS の 受 け 止 め 方 研 修 ）」 を 含

む自殺予防教育の充実を図ります。  

⑦  SNS を巡るトラブル等のインタ ーネット上の問題行動を未然に防

止するため，児童生徒への指導を行うとともに，保護者への啓発に

努め，児童生徒が被害者及び加害者とならないよう，情報モラル教

育を推進します。  

⑧  市子ども相談 センターアドバイザー，教育相談員，スクールソー

シャルワーカー，教育支援センター指導員，福祉担当等による定例

ケース会議の実施により，情報連携を強化し，それぞれの専門性を

生かして，一人一人の実態に応じた対応に努めます。  

⑨  市いじめ問題 対策連絡協議会，並びに市いじめ問題専門委員会の

充実を図り，家庭や地域と連携したいじめの未然防止に努めます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

(２ ) 道徳教育の充実  

人権 教育推 進の 観点 から， 道徳の時間を中心に 道徳 的心情 や道 徳

的 判断力を高め，生活の中で の実 践化を 促し ，より よい 人間関係づ

くりを推進します。  
 

 具体的取組   
 

①  いじめ問題へ の対応や「考え，議論する道徳」の実現のために，

指導主事等の派遣を通して，主体的・対話的で深い学びの視点に立

った授業の創造に努めます。  
 

②  児童生徒の道 徳心を培い， 希望 と勇気，正義感，責任感，自他の

生命の尊重，他者への理解や思いやり，規範意識，自主性や責任感

などの人間性・社会性などを，学校教育活動全体を通じて育むとと

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

不登校児童生

徒の在籍率 
  

 
  

Ｒ６年度県：3.56% 

    本市小：0.82% 

  本市中：3.39% 

  本市全体：1.71% 

県 平 均 を 下 回 る  
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もに，授業改善と指導力の向上に資するよう，研修の 場の充 実に努

めます。  
 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

将来の夢や目

標を持ってい

る児童生徒の

割合 

小 65％ 65％ 65％ 70％ 70％ 全国学力・学習状況調

査（児童生徒質問紙） 

Ｒ７年度  小：61.8% 

          中：40.4% 中 45％ 45％ 50％ 50％ 55％ 

 

(３ ) 人権教育の充実  
 

「 人権 教育 は全 ての 教育 の基 本」 とい う認 識の もと ，誰 一人 取り

残 さ れ ず ， 相 互 に 多 様 性 を 認 め 高 め 合 い ， 他 者 の ウ ェ ル ビ ー イ ン

グ ※ ３ を思 いや る こと ので き る 学 校 づく りを 推 進 す る ため に， 全て

の 教 育 活 動 を 通 じ て ， 児 童 生 徒 の 人 権 尊 重 の 精 神 の 高 揚 を 図 り ま

す。  
 

具体的取組   
 

①  人権教育の理 念が，学校経営方針に位置付けられ，人権教育の全

体計画・年間指導計画や共通実践事項等に基づいた活動が充実して

いるか，点検，評価します。  

②  人権を取り巻 く情勢が大きく変化していることを踏まえ，南九州

市人権教育研修会をはじめとする各種研修会等を通して，教職員等

の人権意識の高揚や資質向上に努めます。  

③  一人一人の児 童生徒が，自分のよさや可能性を認識し，自尊感情

を高めるとともに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重する

ことができる人権教育の指導内容・方法の改善を図ります。  

④  人権擁護機関と連携し，人権教 室，人権の花運動，人権作文コン

テストの実施等，児童生徒に対する人権啓発活動を実施します。  
 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

自分には良いとこ

ろがあると思う児

童生徒の割合 

35％ 37% 40％ 42% 45％ 

全国学力・学習状況調

査（児童生徒質問紙） 

Ｒ７年度  小：35.1% 

          中：33.8% 
  

※ 3 身 体 的 ・ 精 神 的 ・ 社 会 的 に 良 い 状 態 に あ る こ と を 言 い ， 短 期 的 な 幸 福 の み な ら ず
生 き が い や 人 生 の 意 義 な ど 将 来 に わ た る 持 続 的 な 幸 福 を 含 む 。  

 

(４ ) 豊かな心を育む読書活動の推進  

読書 活動は ，児 童生 徒が言 葉を学び，感性を磨 き， 表現力 を高 め，
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創 造力を豊かなものにして， 人生 をより 深く 生きる力を 身に付け て

い く上で欠くことのできない もの であり ，豊 かな感性や 情緒をは ぐ

く み，ものの見方や考え方を 深め ，人生 をよ り豊かなも のにして い

こうとする人間形成にとって，極めて大切なものです。  

この ような こと から ，児童 生徒が， 発達段階に 応じ日常的 に 読書

に 親しむこ とが できる よう ，学校 におけ る教 育活動 全体 を通した 読

書 活動の推進 に努め， 生涯にわた る読 書習慣 の礎 の形成に努めます。  
 
 具体的取組   
 

①  「夢ひろがる 」をきっかけに，良書との出会いや本を通した心の

交流を推進します。  

②  学校司書（補 ）や読書指導担当教員等を中心として児童生徒の実

態に応じた学校図書館の計画的活用を推進し，様々な本に触れる機

会を確保するなど，読書の広がりが図られるよう努めます。  

③  各教科・領域等と関連した図書活用を推進します。  

④  読書活動を通 した児童生徒同士の交流を図り，児童生徒の意欲的

な読書活動を推進します。  

⑤  家庭における読書活動の推進を図り，「１日 20 分読書」や「親子

読書」を推進し ,不読率の低減を目指します。  

⑥  デジタル社会 に対応した読書環境の整備を進めつつ，ノーメディ

アデーを設けるなど，家庭における望ましい読書環境 の構築を推進

します。   

⑦  「親子読書」 や「緑陰読書」，「 読み聞かせ」等読書ボランティア

グループなどとの連携に努め，児童生徒の読書環境の構築を推進し

ます。  

 

３  健やか な体 の育 成   

(１ ) 体力・運動能力の向上   

   児 童 生 徒 の 体 力 や 運 動 能 力 は ， 生 涯 に わ た っ て 健 康 で 活 力 あ る

生 活 を 営 む 基 礎 と な る も の で す 。 学 校 教 育 だ け で な く ， 家 庭 や 地

域と連携した体力・運動能力の向上を推進します。  
 
 具体的取組   
 

①  体力・運動能 力調査の結果を分析し，体力向上のための指導の改

善に活用することにより，児童生徒の実態に応じた体力・運動能力

向上の取組を推進します。  

②  児童生徒，保 護者等に対して体力の必要性を学校への指導を通し

て，理解させるとともに，体力向上に関する意識の高揚を図ります。  

③  生徒にとって 望ましい持続可能なスポーツ環境の整備を目指して，

市部活動地域展開推進協議会や関係機関との連携を図 り，学校・地
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域に実情に応じた運動部活動の地域展開・地域連携を進めていきま

す。  
 

 

(２ ) 健康教育の推進  

児童生徒の 現代的 健康課題が多様化・深刻化の 傾向にあり，課題

の解決を図るために，生涯を 通じて 健康な生活を送る基礎を培うこ

とを目指した学校における健康教育の充実に努めます。  

また ，これ らの 課題 解決に は社会全体で取り組 むこ とが必 要で あ

り，学校，家庭，地域，関係機関等との一層の連携を進めます。  
 
 具体的取組   
 

①  薬 物 乱 用 防 止 教 室 や 性 に 関 す る 指 導 ， が ん 教 育 な ど 現 代 的 な 健  

康課題について，関係機関との連携強化を促進するとともに，学校

の教育活動全体を通じた体系的な保健教育の充実を図ります。  

②  食物アレルギ ーなど健康面に特別な配慮を要する児童生徒への対

応については，定期的な実態調査と緊急時マニュアルの点検を確実

に行い，教職員の研修に努めます。   

③  健康診断諸検 査を生かした早期治療の勧奨や「歯と口の健康週間」

の工夫した取組を行うなど，積極的な健康教育の充実に努めます。  
 

 

  

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠  
Ｒ ８  

 
Ｒ ９  

 
Ｒ 10 

 
Ｒ 11 

 
Ｒ 12 

全国体力・運

動能力調査 

（中学生） 

 

70% 

 

70% 

 

75% 

 

75% 

 

80% 

調査における全国平均

以上の種目の割合 

（Ｒ６年度：61.5%） 

項 目 
 目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 
 

 
Ｒ ８  

 
Ｒ ９  

 
Ｒ 10 

 
Ｒ 11 

 
Ｒ 12 

むし歯 

治療率 

小 70% 70% 75% 75% 80% Ｒ６年度実績 

小：67.2％  

中：46.6％ 中 50% 50% 55% 55% 60% 
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４  地域の 特色 を生 かした教育の推進  

(１ ) 郷土教育の充実・振興   

我が 国や郷 土の 歴史 ，伝統， 文化 などの 学習 を通して， 自らの郷

土 や国に対する愛着と誇りを 育む ととも に， 他国を尊重 し，国際 社

会の平和と発展に寄与する態度を養う郷土教育を推進します。  
 
 具体的取組  
 

①  総合的な学習 の時間等の授業や学校行事を通して，文化財などの

郷土素材を生かしながら，郷土の魅力について調べ，発表し合うな

ど，郷土に根ざした教育活動の一層の充実を図ります。また，我が

国や郷土の地理・歴史，伝統，文化，豊かな自然等について理解を

深めさせることで，郷土に誇りをもち，郷土を愛し，国を敬う心を

育成します。  

②  郷土南九州に 誇りをもち， 未来 を担う子供たちを育てるために，

教職員が南九州の地理・歴史，伝統，文化，豊かな自然等について

の理解を深め，教育実践がなされる よう，郷土教育に関する教職員

の資質向上を図ります。  

③  本 市の基幹産 業であるお茶を 基軸とし

た 学習を 茶業 課 や 本 市の 人材と 積 極 的に

連 携を図 らせ ， そ れ を基 盤とし つ つ ，郷

土 の産業 に興 味 や 関 心を 深める こ と がで

きるように努めます。  

④  「 かごしまジ ュニア検定」に ついて，

児 童生徒 の受 検 を 推 奨す るとと も に ，関

係 機 関 と の 連 携 を 図 り ， 郷 土 教 育 の 推 進

及び充実を図ります。  
 

 

 

 

 

 

 

 

(２ ) 体験活動の充実  

各学 校で 実施し てい る学校 評価 を基にした 学校運営 のＰＤ ＣＡ サ

イ ク ル の 充 実 ・ 改 善 を 指 導 す る と と も に ， 豊 か な 自 然 や 地 域 の 人

材・特色などを生かした体験的な活動を充実します。  
 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

かごしまジュニ

ア検定の参加率 
65％ 67% 70% 72% 75% 

小学５・６年 

中学１～３年が対象 

(Ｒ６年度：61.9%) 

地域に伝わる棒踊りの披露 
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具体的取組  
 

①  11 月１日から７日までを地域が育む

「 か ご し ま の 教 育 」 県 民 週 間 と し て 設

定 し ， こ の 週 間 に お い て 各 学 校 で 授 業

参観等を実施します。  

②  学 校 教 育 に 関 わ る 様 々 な 取 組 を ， 教

育 課 程 を 中 心 に 据 え な が ら  組 織 的 か

つ 計 画 的 に 実 施 し 教 育 活 動 の 質 の 向 上

に努めます。   
 

 

(３ ) 食育と安心・安全な学校給食の推進  

安心 ・安全 な給 食の 提供に 努め，特色のある献 立の 充実及 び食 育

の 推進を図ります。また，施 設・ 機器な どに ついては， 学校給食 衛

生管理基準に適合した維持管理に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  栄養バランス の取れた献立の工夫・ 食物アレルギー対応等に努め，

児童生徒の健康増進・体位向上を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

 
Ｒ ８  

 
Ｒ 9 

 
Ｒ 10 

 
Ｒ 11 

 
Ｒ 12 

地域人材の活用状況 
80 時間 

（各学校年間 6 時間程度） 
    

地元の川でカヌー体験 

米飯給食（週３回） パン給食（週２回） 
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②  栄養教諭に よる 食育指導を 行い，学 校・家庭と の連 携によ り正 し

い食事のあり方と望ましい食習慣の定着に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  食中毒・異物 混入防止に対する意識向上に努め，衛生管理体制の

強化を図ります。  

④  経 年 劣 化 等 に よ る 調 理 機 器 ・ 給 食 用 食 器 ・ 各 学 校 設 置 の 牛 乳 用

保冷庫等の更新により安定した給食の提供に努めます。  

 

(４ ) 地場産物を使用した給食の提供  

特 産 品 で あ る お 茶 の 飲 用 と 地 場 産 物 を 活 用 し た 献 立 の 充 実 に 努

め ま す 。  
 

具体的取組  
 

①  子供たちがお 茶文化を身近に親しめるよう給茶機を設置し，本市

の基幹農産物である茶の消費促進を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  茶給食事業の 継続や地域食材の活用により，地産地消の推進を図

ります。   

 

給茶機 

栄養教諭による食事指導 
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お 茶 給 食  か わ な べ 牛 の 手 巻 き 寿 司  

 

 

 

 

 

 

 

 

(５ ) 学校給食費の助成  

    学校給食費を無償とし，子育て支援を推進します。  

 

５  信頼さ れる 学校 づくりの推進  

(１ ) 教職員の資質向上  

教職 員の資 質向 上を 図るた めに，かごしま県教 員等 育成指 標及 び

か ごしま県教員等研修計画を 踏ま え，各 教員 のステージ に合わせ て

資 質向上に努め，教職員一人 一人 の資質 向上 を図り，学 校組織の 活

性 化を図るとともに，信頼さ れる 学校づ くり のために， 服務規律 に

関する指導の徹底に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  かごしま県教 員等育成指標の理解促進を図り，各教員のステージ

に応じた各種研修の受講奨励に取り組みます。  

②  管理職研修会 や学力向上対策・生徒指導担当者の研修会等を計画

的に実施します。   

③  学校職員の服 務規律の厳正確保については，学校職員一人一人が

教育に携わる者としての自覚を堅持できるよう指導と研修の充実に

努めます。特に，体罰や児童生徒性 暴力，ハラスメン ト等の根絶に

向けては，県教委作成の研修資料等を効果的に活用しながら，教職

員一人一人の心に届く校内研修の充実を図ります。  
 

学校職員の服務 規律 の厳 正確保  

項 目 

目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

服務規律違反  

（ 交 通 事 故 含

む）件数  

７件 ６件 
５件

以下 
  

年間５件以内を目標に

掲げている。  

（Ｒ６年度：８件） 

令 和 ７ 年 ５ 月 １ 日 現 在  
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(２ ) 働き方改革の推進  

学校 におけ る課 題が 複雑化 ・多様化する中にお いて ，学習 指導 要

領 を踏まえた教育課程等を確 実に 実施し ，質 の高い教育 を持続可 能

な ものにするためにも，学校 にお ける働 き方 改革を推進 していく こ

と が不可欠です。そこで，学 校へ の調査 や資 料作成等に ついては ，

調 査の内容や実施の有無につ いて も検討 し改 善に努めま す。また ，

保 護者や市民に対し，教職員 の働 き方改 革の 重要性や方 向性につ い

て 情報提供を 行い，働き方改革に 対する 理解 が深 まるよ う努めます。  
 

具体的取組  
 

①  全 教 職 員 の 勤 務 時 間 管 理 に つ い て は ， 各 学 校 に お い て 統 合 型 校

務 支 援 シ ス テ ム を 活 用 し ， 客 観 的 な 在 校 等 時 間 の 把 握 に 努 め ま す 。  

②  「 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 計 画 」 に 沿 っ て ， 学 校 と 連 携 し な

がら業務量の適切な管理と健康及び福祉の確保に努めます。  

③  文部 科学 省が 示 す，「 基本 的に は 学校 以 外が 担う べき業 務 」，「学

校 の 業 務 だ が 必 ず し も 教 師 が 担 う 必 要 の な い 業 務 」，「 教 師 の 業 務

だ が ， 負 担 軽 減 が 可 能 な 業 務 」 の ３ 分 類 の 徹 底 や 業 務 の 効 率 化 な

ど，学校・教師が担う業務の適正化の推進に努めます。  

④  悩 み や 不 安 を 抱 え る 児 童 生 徒 に 対 し て は ， 早 期 に 福 祉 や 心 理 の

専 門 機 関 と 連 携 し て ， カ ウ ン セ リ ン グ や 教 育 相 談 ， 家 庭 へ の 支 援

等を行っていきます。  

⑤  部 活 動 の 指 導 に つ い て は ， 段 階 的 な 部 活 動 指 導 員 の 配 置 や 地 域

クラブへの移行などを推進していきます。  

⑥  教 員 業 務 支 援 員 や Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 等 を 配 置 し ， 支 援 ス タ ッ フ の 充

実を図ります。  

⑦  学 校 運 営 協 議 会 に お い て ， 学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 の 連 携 ・ 協 働 に よ

る業務改善を進めます。  

⑧  公 文 に つ い て 精 査 し ， 削 減 を 進 め る と と も に ， Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し

た 提 出 方 法 の 工 夫 ・ 改 善 を 行 い ， 書 類 作 成 等 の 負 担 軽 減 を 図 り ま

す。  
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学校職員の１か月当 たり の時 間外在校等時間が 45 時間以内の割 合  

項 目 

目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

１か月時

間外在校

等時間を

４５時間

以内  

小  85% 90% 95% 100% 100% 
「南九州市立学校の教

師の勤務時間の上限に

関する指針」による。  

【 R６年度】  

小学校（ 80.9%）  

中学校（ 60.0%）  

中  65% 65% 65% 70% 75% 

令 和 ７ 年 ５ 月 １ 日 現 在  

 

６  学校教 育施 設な どの整備  

(１ ) 校舎・屋内運動場などの整備  

学校施設は，年次的・計画的に整備を進めていますが，建設年

度の古い施設が多く，老朽化も進行していることから，令和２年

度に策定した「学校施設長寿命化計画」に基づき，施設の長寿命

化対策を実施しています。  

また，本市の小学校の現状と将来的な児童数の推移及び地域の

様々な事情を総合的に考慮するとともに，適正な規模と配置につ

いて検討し，計画的な学校整備等を推進していきます。  
 

具体的取組  
 

①  本市学校施設（校舎）の大規模改造事業実施状況  

良好 な学校 施設 （校 舎）の 教育環境維持のため ，計 画的に 施設 の

改 修等を実施してきましたが ，引 続き安 全・ 安心な学校 づくりの た

め，大規模改造事業等の実施を行っていきます。  
 

これまでは， 耐震 1 次及び２ 次診断結果を受 けて ，耐震補強の必要

な 校 舎 を ， 建 築 年 の 古 い 順 で 耐 震 補 強 工 事 及 び 大 規 模 改 修 工 事 を 実

施してきました。  

 

今後の学校施設等の改修の基本方針  
 

こ れ か ら は ， 各 施 設 の 現 在 の 状 況 を 調 査 し ， 施 設 の 劣 化 状 況 等 の 健

全 度 合 を 点 数 化 し 健 全 度 の 点 数 の 低 い 施 設 か ら 改 修 計 画 を 検 討 し て

いきます。  
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 ≪部分≫  ≪全体 ≫  

原
状
回
復 

 
修  繕  

経 年 劣 化 し た 建 物 の 一 部 を ， 既 存 の
も の と 概 ね 同 じ 位 置 に 概 ね 同 じ 材
料 ， 形 状 ， 寸 法 の も の を 用 い て 原 状
回 復 を 図 る こ と  

 
大 規 模 改 造  

エ コ 改 修 や 老 朽 化 に 伴 う 補 修 な ど ，
既 存 の 建 物 を 建 て 替 え ず に 改 修 を 行
う こ と （ 老 朽 改 修 ， ト イ レ 改 修 ， 空
調 回 収 な ど ）  

性
能
向
上 

 
改  善  

経 年 劣 化 し た 建 物 の 一 部 を ， 物 理 的
な 不 具 合 を 直 し 耐 久 性 を 高 め る こ と
に 加 え ， 機 能 や 性 能 を 求 め ら れ る 水
準 ま で 引 き 上 げ る 改 修 を 行 う こ と  
 

 
長 寿 命 化 改 修  

長 寿 命 化 を 行 う た め に ， 物 理 的 な 不
具 合 を 直 し 耐 久 性 を 高 め る こ と に 加
え ， 機 能 や 性 能 を 求 め ら れ る 水 準 ま
で 引 き 上 げ る 改 修 を 行 う こ と  

 

学 習 内 容 ・ 学 習 形 態 の 多 様 化 へ の 対 応        バ リ ア フ リ ー 化  

 

 

 

 

 

●教室配置の見直しによる学習しやすい環境づくり        ●昇降口にスロープを設置 

（ 廊 下 の 壁 を 一 部 撤 去 し 多 目 的 ス ペ ー ス を 整 備 ）  
 

ト イ レ 環 境 の 改 善                  防 災 機 能 の 強 化  

     

 

 

 

 

●トイレを子供たちの交流の場に             ●多目的トイレの整備 

（手洗い場を島のように配置）  
 

地 球 環 境 問 題 へ の 対 応          構造躯体の耐久性向上 

 

 

 

 
  

●木材利用による豊かな環境づくり        ●構造躯体の部分的な欠損に対する改修 

（ 地 域 材 に よ る 内 装 木 質 化 ）        （ コ ン ク リ ー ト の 欠 損 箇 所 補 修 ）  
 

              出典：学校施設の長寿命化改修に関する事例集（文部科学省）  
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②  屋外運動場などの整備  

屋外 運動場 やプ ール は，児 童生徒の体育教育に 加え ，運動 や遊 び

を 通じた教育の場となる極め て重 要な施 設で すが，プー ルは老朽 化

が 進行し，屋外運動場では排 水不 良によ る水 溜りやフィ ールドと ト

ラ ック部分に 段差が生じるなど， 使用に 支障 を来 してい ることから，

安全面に考慮しながら計画的に整備改修を行っていきます。  

また ，体力 を向 上さ せるの に役立つ遊具につい ても 計画的 に整 備

を行っていきます。  

 

(２ ) 適正な学校規模による教育活動の支援  

令 和 元 年 ９ 月 策 定 の 南 九 州 市 立 小 学 校 の あ り 方 に 関 す る 基 本 方

針 に 基 づ き ， 魅 力 と 活 力 あ る 学 校 づ く り を 目 的 と し た 市 立 学 校 の

再編について検討する地域への支援を行います。  
 

具体的取組  
 

①  地域から再編 の要望があがってきた場合は，次代を担う 子供たち

の健やかな成長を第一に考え，保護者や地域住民の十分な理解と協

力を得られるよう，丁寧な協議を行うなど，その支援を図ります。  

②  再編を検討する地域への支援策  

１．児童に対する配慮  

学校 を再 編す る場 合， 児童 に精 神的 な不 安や 動揺 を生 じさ せな

い よう 配慮 して いく 必要 があ りま す。 新し い学 校で の生 活に 適 応

で きる よう にす るた めに ，再 編前 に おい て， 学校 行事 の事 前交 流

の 実施 や学 校間 での 事前 協議 ，児 童の 心の ケア など 新た な学 校 生

活 に戸 惑う こと がな いよ う， きめ 細か な指 導が 行き 届く よう 配 慮

します。  
 
２．通学に対する配慮  

通学 状況 を十 分踏 まえ ，歩 道設 置や 危険 箇所 の確 認と その 対策

な ど通 学路 変更 に伴 う安 全対 策に 十分 な配 慮を 行い ます 。ま た ，

地 理的 条件 等に より ，通 学路 の安 全性 が確 保で きな いな どの 諸 事

情 があ る場 合は ，必 要に 応じ てス クー ルバ ス等 を導 入し ，児 童 の

安全性を確保します。  
 
３．保護者・地域住民に対する配慮  

学 校 の 教 育 効 果 が 最 大 限 に 発 揮 さ れ る た め に は ， 関 係 者 の 連

携 ・協 力が 欠か せな いこ とか ら， 保護 者や 住民 に対 して ，学 校 及

び 地域 を取 り巻 く教 育環 境な どに つい て丁 寧か つ具 体的 な説 明 を

行 い， 保護 者・ 地域 住民 の理 解と 協力 を得 られ るよ う努 めて い き
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ます。  

なお ，地 域が 総意 に基 づき 学校 再編 を検 討す る場 合 にあ って は，

教育委員会も積極的に支援を行っていきます。  
 
４．防災体制に対する配慮  

学校 の再 編に より ，通 学区 域が これ まで 以上 に広 がっ た児 童の

避 難等 の防 災体 制は ，各 学校 の実 情を 踏ま えた 機能 化を 図る など ，

安全面に支障をきたすことがないよう努めていきます。  
 

③  再編しない学校への支援  

教育 環境上 の課 題を 軽減す るためには，近隣の 学校 等との 合同 授

業 や合同の行事を実施し，多 様な 体験や 児童 同士で切磋 琢磨する 機

会 を増やすなど，過小規模校 ，小 規模校 のデ メリットの 緩和策を 積

極的に検討・実施していきます。  

  ④  スクールバス等の適正な運行について  

遠距 離通学 とな る児 童生徒 の通学支援としてバ スや タクシ ー等 で，

現 在 16 路線を運行し ，遠 距離通学と なる児童 生徒の安全 ・安 心を

確 保し，再編による保護者の 新た な経済 的負 担が生じな いよう， 必

要な支援に努めます。  

また ，児 童生徒 の減 少等，スクールバス を取り 巻く 環境 の変化 に

対応した効率的な更新計画とその配置を行っていきます。  
 

  ⑤  閉校後の跡地活用について  

閉校 後の学 校施 設の 跡地利 用について，当該地 域の 要望を 聞き な  

が ら，活力ある地域のまちづ くり に寄与 する 利活用を検 討すると と

も に，施設の処分も含めた維 持管 理方法 等に ついて検討 を行い， 本

市 のまちづくりにとって有効 的な 学校跡 地の 利活用を図 っていき ま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体 育 で の 集 合 学 習   バ ス 乗 車 （ 登 校 時 ） の 様 子  
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【 現状 と課題】  
 

○  社 会 教 育 行政 に対 し多 種 多 様 化 する 市民 の 期 待 に 応え るた め， 社 会

教 育 委員 な どの 提言 に 基づ い た施 策の 見 直し や ，学 校や 行 政機 関 ， 社

会教育関係団体等と連携した事業の推進を図る必要があります。  
 

○  少 子 高 齢 化や 共働 き家 庭 が 増 え てい る中 で ， 家 庭 の教 育力 の向 上 を

目指した家庭教育について学ぶ機会の充実が求められています。  
 

○  全 国 各 地 で発 生す る事 件 ・ 事 故 を教 訓に ， 子 供 の 安全 対策 に力 を 入

れ る 必要 が あり ます 。 また ， イン ター ネ ット の 利用 に関 す る問 題 も 顕

在 化 して お り， 正し い 活用 に つい て年 代 に応 じ た学 習の 機 会を 提 供 す

る 必 要が あ りま す。 南 九州 市 青少 年育 成 市民 会 議を 中核 に ，家 庭 ・ 地

域 ・ 学校 が 連携 して 地 域ぐ る みで 子供 た ちを 見 守り ，育 て てい く 体 制

づくりの強化が求められています。   
 

○  人 権 に 対 する 市民 の意 識 の 高 揚 を図 るた め に ， 人 権問 題を 身 近 な 問

題 と して と らえ るよ う ，い ろ いろ な場 に おい て 学習 活動 を 展開 し て い

く 必 要が あ りま す。 そ のた め に， 人権 問 題を 正 しく 理解 す るた め の 積

極的な取組や啓発，広報活動を継続して行う必要があります。  
 

○  図 書 館 は ，多 様化 する 市 民 の 学 習要 望に 応 え ら れ るよ う対 応し て い

く必要があります。  
 

子ども会加入者数（令和７年５月 31 日現在）  

 

 

地区  

団体数  

（単位：

子ども会

数）  

加入者数（人）  

幼児  小学生  中学生  高校生  
育成者  

指導者  
計  

頴  娃   45 70 377 222 34 738 1,441 

知  覧  29 151 343 169 3 603 1,269 

川  辺  20 41 228 124 0 320 713 

合  計  94 262 
948 

(68.6％ ) 

515 

(69.5％ ) 
37 1,661 3,423 

子ども会員数

（小・中）  
  

1,463 

(68.9%) 
      

 

 

２ 社 会 教 育 の充 実  
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 各種団体加入者数（令和７年５月 31 日現在）  

団  体  名  加入者数 (人 ) 

地域女性団体連絡協議会  89 

市連合青年団  19 

ＰＴＡ連絡協議会  2,545 

高校生クラブ  49 

ジュニア・リーダークラブ   15 

 

【 施策 の方向性】  

〇  社 会 教 育 委員 の資 質向 上 及 び 会 議の 充実 ， 社 会 教 育関 係団 体の 育 成

及 び 連携 ， ボラ ンテ ィ ア活 動 の推 進， 効 率 的 ， 効 果 的 な 社 会 教 育 行 政

の推進を図ります。  
 

○  教 育 の 原 点で ある 家庭 教 育 力 の 向上 を目 指 し て ， 様々 な機 会を 活 用

し た 家庭 教 育に 関す る 講座 の 実施 など ， 家庭 教 育を 支援 す る総 合 的 な

取組を行います。  
 

○  心 豊 か な たく まし い青 少 年 の 育 成を 図る た め に ， 家庭 ・地 域・ 学 校

及 び 行政 が 連携 を密 に して ， 世代 間交 流 の推 進 ，地 域ぐ る みの 青 少 年

健全育成の推進，青少年交流事業の推進を図ります。  
 

○  同 和 問 題 をは じめ とす る あ ら ゆ る人 権問 題 へ の 市 民の 正し い理 解 の

もと，全ての人々の人権が尊重される社会の実現を目指します。  
 

○  市 民 へ の 学習 支援 を図 る た め に ，図 書館 サ ー ビ ス の充 実に 努め ま す 。  
 

○  「 学 校 を 核と した 地域 づ く り 」 とし て地 域 学 校 協 働活 動の 推進 ， ま

た ，「 地 域 に 開 か れ た 学 校 づ く り 」 と し て コ ミ ュ ニ テ ィ ス ク ー ル （ Ｃ

Ｓ）の推進を図ります。  
 
【 施策 体系図】  

２  社会教育の充実  
  

①  社会教育推進体制の充実  
  

    
   

②  家庭教育の充実  
       

   
③  心豊かな青少年の育成  

       
   

④  人権教育の推進  
       

   
⑤  図書館サービスの充実  

   
  

   ⑥  地域学校協働活動及びコミ

ュニティスクールの推進    
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【 施策 の展開】  
 
１  社会教 育推 進体 制の充実  

(１ ) 社会教育委員の会議の充実  

本 市 の 実 態 や 市 民 の ニ ー ズ を 正 確 に 把 握 し ， テ ー マ を 基 に 今 後  

の 望ましい社会教育行政のあ り方 につい て調 査研究や協 議を行い ，

出された意見を施策推進に反映させていきます。  
 

具体的取組  
 

①  年 ２ 回 の 会 議 や 必 要 な 調 査 研 究 を 行

い ， 社 会 教 育 の 現 状 や 課 題 を 把 握 ・ 検

討 し ， 教 育 委 員 会 へ の 助 言 を 行 い ま す 。

ま た ， 学 校 と 地 域 の 連 携 を 具 現 化 す る

ための取組として ，「地域学 校協働活動」

「 学 校 運 営 協 議 会 」 の 体 制 整 備 と 実 現

に 向 け た 調 査 研 究 及 び 提 言 を 行 い ま す 。  

 ②  社 会 教 育 委 員 の 資 質 向 上 を 目 指 し た 研 修 の 充 実 を 図 り ， 住 民 と

行政が協働してまちづくりを進めるよう支援します。  

 

(２ ) 社会教育関係団体の育成・連携  

明る く豊か な地 域づ くりの ために，子ども会育 成連 絡協議 会， Ｐ

Ｔ Ａ連絡協議会，地域女性団 体連 絡協議 会， 連合青年団 などの各 団

体 の組織強化 を図り，それぞれが 充実し た自 主活 動がな されるよう，

各種研修会などを実施し，活動を支援します。  
 

具体的取組  
 

①  各団体への指 導・助言をとおして， 各団体の存在意義の理解・啓

発に努め，会員（団員）が相互に協働で活動し，更に活性化するよ

うに支援するとともに，各種関係団体の活動の広報を充実させるこ

とで，会員（団員）の確保，情報提供に努めます。  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

社会教育委員の会議 

市子ども会フェスティバル 市女性連ふるさとを興す学習大会 市連合青年団主催事業 

「森のかわなべ」 
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②  放課後子ども教室の充実及び地 域学校協働活動の推進を図ります。  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

(３ ) ボランティア活動の推進  

生涯 学習ボ ラン ティ アや社 会教育関係団体の育 成・ 支援を とお し

て，人づくり，まちづくりを支援する人材の育成に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  地域住民が主体となって行う自発的な活動を支援します。  

②  ボランティア 養成セミナーや各種リーダー研修会への派遣を推進

し，社会教育関係団体と連携を図りながら相互扶助の気運を高めま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

２  家庭教 育の 充実  

(１ ) 子育て支援のための施策体系づくり  

子育 て支援 事業 の充 実を図 り，乳児期の成長の 各段 階にお ける 発

達 課題を考慮した，保護者向 けの 学習及 び養 育支援策の 体系づく り

に努めながら，基本的生活習慣の形成や心の教育を推進します。  
 

具体的取組  
 

①  小学校入学説 明会時を利用した保護者向けの子育て講座を全小学

校で実施し，家庭教育力の向上に努めます。  

②  次世代の親と なる中高生向け「子育て講座」を開設し，子供との

関わり方や育児についての理解を深める講座や交流体験などを学校

と連携して実施します。  

 

放課後子ども教室（学習活動） 地域学校協働活動 

ふるまい活動（地女連） 清掃活動（高校生クラブ） 募金活動（高校生クラブ） 
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(２ ) 家庭教育学級の実施  
 

小学 校，中 学校 にお いて， 子供の発達段階に応 じた 家庭教 育学 級

を 実施し，親としてのあるべ き姿 や役割 につ いての学習 機会を確 保

し，家庭教育の充実を図ります。  
 

具体的取組  
 

①  積極的な外部 講師の招聘，人材バンクの活用及び家庭教育学級に

おける人権教育の充実を推進します。  

②  市内全小中学 校で家庭教育学級を開設すると ともに，学級主事の

研修を通して内容の充実を図ります。  
 

項 目 

目 標 指 数（年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

家庭教育学級参

加者数(人) 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 過去の実績による  

 

(３ ) 保護者の教育力の向上  
 

地域 や学校 との 連携 を進め ながら，ＰＴＡや青 少年 育成市 民会 議，

保 護者向けの各種研修会 等 により，子供の基本 的生 活習慣 の確 立や

家 庭学習の定着が図られるよ う， 保護者 の教 育力の向上 を目指し ま

す。  
 

具体的取組  
  

①  ＰＴＡによる 共通実践事項の設定，各種情報提供等などによ る保

護者への啓発を図ります。  

 

３  心豊か な青 少年 の育成  

(１ ) 世代間交流の推進  

子供 たち が高齢 者， 壮年，青 年層 と世代間の交 流を深める こと に

次世代向け子育て講座（高校） 次世代向け子育て講座（中学校） 
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よ り，心豊 かな 青少年が育つ 地域づくり を進 め ，生きる力 を育 みま

す。  
 

具体的取組  
 

①  地域塾，地区 公民館活動，子ども会活動等をとおして，三世代交

流や異年齢集団での活動を積極的に推進します。  

 

(２ ) 地域ぐるみの青少年育成の推進  

青少 年育成 市民 会議 を核と して，各青少年育成 地区 民会議 を組 織

し ，家庭・地 域・学校が一体とな って， 地域 ぐる みで子 供を見守り，

育 てる体制づくりに努めると とも に，各 種事 業をとおし て豊かな 人

間性とたくましく生きる健康や体力を育みます。  
 

具体的取組  
 

①  青少年育成市 民会議で，青少年育成に関する施策を決定し，市民

全体で取り組めるよう，青少年育成・地区民会議に具体策を提示し

ます。  

②  地域における 諸活動や研修会をとおして，ジュニア・リーダーク

ラブや高校生クラブの育成及び活動の充実に努めます。  

③  ふるさと体験 学級「茶レンジ隊」では，地域の人材，史跡，伝承，

施設，産業を生かした特色ある体験活動を実施します。  

④  二十歳のつど い（旧成人式）の実施にあたっては，運営委員や地

域の関係団体等との連携を図った地域の特色を生かした式典を開催

します。  
 

(３ ) 青少年交流事業の推進  

他の 地域の 青少 年等 との交 流をとおして，感受 性豊 かな時 期の 子

供 たちに， 広く 人・物・文化 に触れさせ るこ とで，ふる さとの良さ

を 見つめ直し，広い視野を持 った 新しい 時代 に対応でき る人材の 育

成を図ります。  
 

具体的取組  
 

①  青森県平川市 との青少年国内派遣事業の実施により，両市の中学

生及び高校生の交流を推進し，将来を担う人材育成に努めます。  

②  福岡県北九州 市との子ども交流事業の実施により，両市の小学生

及び中学生の交流を推進し，青少年の健全育成に努めます。  

③  青少年国際協 力体験事業により，中学生及び高校生等をアジアの

発展途上国に派遣し，青少年海外協力隊員の活動現場の視察や協力

活動などを行うとともに，現地での様々な交流を図ります。  
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４  人権教 育の 推進  

(１ ) 啓発活動の推進  

人 権 週 間 や 人 権 啓 発 月 間 な ど の 機 会 を と お し て ， 人 権 問 題 の 啓

発 ・広報活動を行い，人権に 対す る市民 の意 識の高揚を 図り，明 る

い社会の実現に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  社会教育関係 団体との連携を図り，人権問題に対する理解を深め

るとともに，学習の機会の確保に努めます。  

 

(２ ) 人権に関する学習の充実  

学校 教育や社会 教育 の場に おけ る人権に関する学習 機会の 確保 と

学習内容の充 実を 図り ，市民が人権問題を正 しく 理解 できるように

努めます。  
 

具体的取組  
 

①  家庭教育学級等と連携した人権学習の実施に努めます。  

項 目 

目 標 指 数（年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

｢茶 レ ン ジ 隊 ｣募 集

定 員 に 対 す る 参 加

率 (%) 

100 100 100 100 100 過去の実績による 

青少年育成市民会議 高校生ふるさと大会 茶レンジ隊（親子木工教室） 

国内派遣事業（平川市） 子ども交流事業（北九州市） 
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５  図書館 サー ビス の充実  

(１ ) 図書館運営の改善と充実  

利用 者のニ ーズ や時 代に即 応した図書館資料の 収集 ，市民 の学 習

への支援，図書館利用促進に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  図 書 館 協 議 会 を 年 ２ 回 以 上 開 催 し ， 出 さ れ た 意 見 を 図 書 館 の 運
営・サービスに反映させます。  

 

(２ ) 子どもの読書活動の推進  

「南 九州市 子ど も読 書活動 推進計画」に基づき ，学 校・家 庭・ 地

域 がより一層連携して，子ど もの 読書活 動の 積極的な推 進に努め ま

す。  
 

具体的取組  
 

①  学 校 や 地 域 で 行 わ れ る 読 書 活 動 で 必 要 な 本 や 物 品 の 貸 出 を 積 極  

的に行います。  

②  推進計画の見 直しを行うとともに，鹿児島県子ども読書活動推進

計画書の「１日 20 分読書」運動と連携した活動を推進します。  

 

(３ ) 学校図書館との連携  

学校 図書館 との 連携 を図る ために，南九州市読 書活 動推進 会の 活

動の活性化を図ります。  
 

具体的取組  
 

①  意見交換のた めの推進会議や学校図書館運営研究会などの定期的

な実施で学校図書館との連携を図ります。  

②  ボランティア グループと連携したおはなし会などで，読書活動を

工夫し活性化させます。  

 

６  地域学 校協 働活 動及びコミュニティス クー ルの 推進  

 地域学校協働活動及びコミュニティスクールの推進を図るために，  

地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 本 部 協 議 会 及 び 学 校 運 営 協 議 会 を 開 催 し ， 積 極

的な推進に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  統括コーディネーターと地域コ ーディネーターの連携を図ります。  

②  地域学校協働活動推進本部協議会を開催します。  

③  「南九州市立 学校における学校運営協議会に関する規則」に基づ

き学校運営協議会を各学校に設置し，推進を図ります。  
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【 現状 と課題】  
 

○  生 涯 学 習 に対 する 市民 の ニ ー ズ が多 様化 し て い る ため ，そ のニ ー ズ

を 的 確に 把 握し た事 業 の展 開 を進 める 組 織づ く りや ，関 係 団体 と の 連

携の必要があります。  
 
【 施策 の方向性】  
 
○  令 和 ３ 年 度か ら中 央公 民 館 及 び 地区 公民 館 は ， 社 会 教 育 施 設 か らコ

ミ ュ ニテ ィ 施 設 と し て 地 域 活 動 の 拠 点 と な り ， 今後 も 生 涯 学習 の 中 心

施設として地域と連携しながら活動の充実を図って参ります。  
 
【 施策 体系図】  
 

３  生涯学習の推進  
  

①  生涯学習推進体制の構築  
 

 

【 施策 の展開】  
 
１  生涯学 習推 進体 制の構築  

(１ ) 生涯学習の充実  

市 民 の ニ ー ズ 及 び 社 会 的 課 題 に 対 応 し た 学 習 情 報 の 提 供 を 行 い  

ます。  
 

具体的取組  
 

①  幅広い年齢に 対応した学習機会の提供や自主的学びの支援に努め

ます。  

 

(２ ) 指導者の確保・育成  

地 域 ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 活 動 ・ 活 用 が で き る 人 材 確 保 ・ 育 成 に  

努めます。  
 

具体的取組  
  

①  各種リーダー研修会等への積極的参加を進め，ボランティア活動

の推進と人材育成・確保に努めます。  

 

(３ ) 自主講座グループの育成・支援  

文化 協会へ の加 盟促 進など により関係団体の連 携を 図りま す。 自

主 グループや文化協会団体の 情報 や活動 は， 広報紙・ホ ームペー ジ

などにより周知します。  

 
 

３ 生 涯 学 習 の推 進  
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具体的取組  
  

①  リーダー育成や文化協会への加入等の支援を推進します。  

②  関 係 機 関 と 連 携 し た 事 業 を 推 進 し ま す 。 ま た ， 各 団 体 の 情 報 を

様々な機会と場を通して積極的に発信します。  

③  文化協会団体の情報や活動の周知・広報に努めます。  

 

(４ ) 文化祭の実施  

学習 活動の 発表 ・評 価の場 として，文化祭を文 化協 会と共 催し て

開催します。  
 

具体的取組  
 

①  生涯学習の成果発表の場として文化祭の開催に努めます。  
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【 現状 と課題】  
 
○  近 年 の 生 活様 式の 多様 化 に 伴 い ，ス ポー ツ へ の 関 わり 方， スポ ー ツ

を 行 う時 間 など 様々 に 選択 さ れる よう に なっ て いま す。 ま た， 少 子 高

齢 化 は今 後 ます ます 進 み， 必 然的 に競 技 団体 の 弱体 化， 各 種大 会 の 縮

小 が 懸念 さ れま す。 市 民そ れ ぞれ のラ イ フス テ ージ に応 じ て， 継 続 的

に ス ポー ツ に取 り組 む こと が でき る環 境 の整 備 と啓 発， 競 技団 体 等 へ

の支援が必要です。  
 

○  ス ポ ー ツ 推進 委員 は， 市 民 の ニ ーズ に合 わ せ た 様 々な 種目 の指 導 ，

普 及 を展 開 して いま す 。こ れ らの 活動 の 市内 全 域へ の周 知 や運 営 充 実

を 図 るた め には ，企 画 力を 発 揮し ，ス ポ ーツ の 推進 を図 る 必要 が あ り

ま す 。ま た ，南 九州 ス ポー ツ クラ ブは ， 市民 が 生涯 にわ た り， そ れ ぞ

れ の 年齢 や 体力 ，興 味 に応 じ たス ポー ツ 活動 を 行う こと が でき る 場 の

提供に努め，会員を拡大する必要があります。  
 

○  既 存 の 各 種体 育施 設は ， 経 年 劣 化な どに よ り ， 維 持補 修に 要す る 経

費 も 増加 し てい ます が ，市 民 がい つで も ，ど こ でも 気軽 に 利用 し や す

い施設として今後も維持していく必要があります。  

 
スポーツイベントの参加者状況  

単 位 ： 人  

イ ベ ン ト 名  Ｒ ２  Ｒ ３  Ｒ ４  Ｒ ５  Ｒ ６  

大 野 岳 マ ラ ソ ン 大 会  中 止  中 止  中 止  997 1,059 

市 駅 伝 競 走 大 会  中 止  中 止  132 132 144 

市 民 体 育 大 会  中 止  中 止  約 3,500 国 体  約 3,500 

 

【 施策 の方向性】  

○  ス ポ ー ツ 基本 法に 基づ き ， ス ポ ーツ を通 じ て 次 代 を担 う青 少年 の 体

力 を 向上 さ せる とと も に， 市 民が 自発 的 にス ポ ーツ に親 し む機 会 を 確

保し ，地 域の 活 性 化 を 図り なが ら ， 生 涯 スポ ーツ の定 着 を 目 指 しま す 。  
 

○  市 民 そ れ ぞれ の関 心や 適 性 に 応 じて 主体 的 ・ 継 続 的に スポ ーツ ・ レ

ク リ エー シ ョン 活動 に 親し め るよ う， 市 民の ニ ーズ にあ っ た各 種 ス ポ

ーツ教室やニュースポーツ等の普及・啓発を図ります。  
 

○  社 会 体 育 施設 の整 備・ 機 能 充 実 に努 める と と も に ，指 導者 ・競 技 団

体 組 織の 育 成・ 強化 を 推進 し ，国 民ス ポ ーツ 大 会や 県民 ス ポー ツ 大 会

４ 生 涯 スポーツの推 進  
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等への出場と上位入賞を目指し，競技力向上を図ります。  

 

【 施策 体系図】  
 

４  生 涯 ス ポ ー ツ の 推

進  

  ①  各 種 ス ポ ー ツ イ ベ ン ト ， ス ポ ー

ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 教 室 の 実

施，充実    
    

   ②  各 種 競 技 団 体 等 と の 連 携 ・ 支

援，指導者育成     
    

   
③  競技スポーツの充実  

       

   
④  社会体育施設の整備  

  

 

【 施策 の展開】  
 
１  各 種 ス ポ ーツ イ ベ ント ， ス ポー ツ ・ レク リ エ ー ショ ン 教室 の実 施 ，

充実  

(１ ) 各種スポーツイベントの充実  

市と 市スポ ーツ 協会 が主催 する大会については ，少 子高齢 化な ど

の 要因によりチーム編成が困 難と なって いる ことから， 従来の地 区

対 抗の選手選考型の大会は市 民体 育大会 のみ とし，今後 は新たな 展

開 として多くの市民が参加で きる 自由参 加型 やエントリ ー制によ る

ス ポーツイベントへ移行して 多く の市民 が参 加できるイ ベントと し

て開催します。  

ま た ， 10 月 の ス ポ ー ツ の 日 の 前 日 を 市 民 が １ 日 を 通 し て ス ポ ー

ツ ・レクリエーションに親し む「 市民の スポ ーツの日」 として「 南

九州市スポーツフェスタ」を開催します。  
 

具体的取組  
 

  ①  南九州市スポーツフェスタ  

午 前 の 部 を 従 来 の 市 民 体 育 大 会 を 開

催 し ， 午 後 の 部 に 自 由 参 加 型 の ニ ュ ー

ス ポ ー ツ 体 験 の 他 ， 体 力 測 定 や エ ン ト

リ ー 制 に よ る 対 戦 型 ス ポ ー ツ イ ベ ン ト

を 開 催 し ， 多 く の 市 民 が 参 加 で き る よ

う ス ポ ー ツ 推 進 委 員 と 連 携 し ， 運 営 方

法 や 競 技 種 目 ・ 内 容 の 改 善 を 行 い ， 特

色 あ る イ ベ ン ト と し て 継 続 し て 実 施 し

て行きます。  

 

ス ポ ー ツ フ ェ ス タ  
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②  市駅伝競走大会  

事 故 防 止 の 観 点 か ら 公 道 を 使 用 し た

大 会 か ら 周 回 コ ー ス の 大 会 へ 移 行 す る

と と も に ， 地 区 対 抗 の 選 手 選 考 型 か ら

エ ン ト リ ー 制 に よ る 大 会 へ 移 行 す る こ

と で ， 多 く の 市 民 が 参 加 で き る よ う 運

営 方 法 や 競 技 種 目 ・ 内 容 を 見 直 し ま す 。  

 

(２ ) 各 種 ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 教

室などの開催  

各 種 ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン に

関 す る 情 報 収 集 ・ 発 信 に 努 め な が ら ，

市 民 が 主 体 的 ・ 継 続 的 に 参 加 で き る 各

種スポーツ教室などを開催します。  
 

具体的取組  
 

①  スポーツ推進 委員や南九州スポーツクラブとの連携によりニュー

スポーツ等の普及，啓発を積極的に行います。  

 ②  年 間 を 通 し て 開 催 し て い る ス ポ ー ツ 教 室 の 拡 充 を 図 る と と も に ，

効 果 の あ る 広 報 活 動 を 行 い ， 多 く の 市 民 が 参 加 で き る 教 室 に な る

よう努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３ ) 総合型地域スポーツクラブ活動の展開  

「 い つ で も ， ど こ で も ， だ れ で も 気 軽

にスポーツ」を合 言葉に  誰 もがスポーツ

に 親 し む こ と が で き る 生 涯 ス ポ ー ツ 社 会

を 実 現 す る た め に ， 市 民 が 日 常 的 に ス ポ

ー ツ を 行 う 場 と し て 期 待 さ れ る 南 九 州 ス

ポーツクラブの活動を推進します。  
 

市 駅 伝 競 走 大 会  

ス ポ ー ツ ク ラ ブ ふ れ あ い フ ェ ス タ  

朝 ヨ ガ （ 頴 娃 ・ 番 所 花 公 園 ）  

ス ポ ー ツ 推 進 委 員 に よ る ニ ュ ー ス ポ ー ツ の 体 験 教 室  
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具体的取組  
 

①  すべての市民 が生涯にわたり，それぞれのライフステージに応じ

たスポーツ活動を行うことができる環境づくりに努めます。  

②  各地域のスポ ーツクラブ（教室）の開催を支援し，スポーツ参加

の場を提供します。  

③  スポーツクラ ブの認知度の向上を図るため，市内全域で教室を立

ち上げ会員確保に努めます。  
 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

総合型地域スポーツ

クラブ  教室数 
13 13 14 14 15 

・過去の実績による 

・２年毎に１教室の増

加を目標とする 

総合型地域スポーツ

クラブ  （人） 
300 400 420 440 460 KPI 目標値による(R9) 

 

２  各種競 技団 体な どとの連携・支援，指 導者 育成  

(１ ) 市スポーツ協会及び各種競技団体のサポート  

市ス ポー ツ協会の組織・機能 充実 と加盟 団体 との連携に より，各

種競技団体や指導者の育成・強化の支援を行います。  
 

具体的取組  
 

①  加 盟 団 体 の 運 営 及 び 県 民 ス ポ ー

ツ 大 会 等 の 出 場 に 対 し 助 成 を 行 い ，

競技力向上を図ります。  

②  加 盟 団 体 の 市 内 体 育 施 設 の 使 用

料 を 減 免 し 運 営 面 の 支 援 を 行 い ま

す。  

③  加 盟 団 体 に よ る 自 主 事 業 の 実 施

を 推 進 し ， 組 織 の 強 化 と 競 技 人 口

の拡大を図ります。  
 

項 目 

目 標 指 数 （年度） 
目標値の 

内容・根拠 
Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

スポーツ協会加

盟団体の会員

（人） 
2,733 2,596 2,466 2,343 2,226 

過去の実績と近年の

状況を考慮 

 

県 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・ な ぎ な た 競 技  
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(２ ) スポーツ少年団活動の支援  

健全 な青少 年育 成の ためス ポーツ少年団活動を 支援 し，生 涯ス ポ

ーツへの取り組みを推進します。  
 

具体的取組  
 

①  少 年 団 活 動 を 通 し て ス ポ ー ツ 等

に 取 り 組 む 機 会 を 確 保 す る と と も

に ， 過 度 な 練 習 と な ら な い よ う ，

少 年 期 の バ ラ ン ス の 取 れ た 健 全 育

成に努めます。  

②  地 域 に 根 ざ し ， 地 域 に 認 め ら れ

る 少 年 団 と な る よ う に ， 地 域 行 事

や 美 化 ・ 奉 仕 活 動 な ど へ の 積 極 的

参加を促進します。  

③  学校体育施設開放事業を推進し，活動拠点の確保を支援します。  

④  少子化により 単位団や団員が減少傾向にある中，広域的活動の推

進や広報紙等で活動を周知するとともに，体育施設使用料等の減免

により活動支援を行います。  

 

３  競技ス ポー ツの 充実  

(１ ) 競技スポーツ団体・選手・指導者の支援  

スポ ーツ団 体・ 選手 ・指導 者の支援や育成に努 め， 競技力 の向 上

を図ります。  
 

具体的取組  
 

①  全 国 大 会 等 出 場 奨 励 金 の 交 付 を 行

い ， 上 位 大 会 出 場 者 の 競 技 力 向 上 と

負担軽減を図ります。  

②  ス ポ ー ツ 振 興 に 尽 力 さ れ た 功 労 者

や 優 秀 ス ポ ー ツ 選 手 ・ 団 体 を 表 彰 し ，

市 民 の 競 技 ス ポ ー ツ へ の 意 識 の 高 揚

を図ります。  

 

４  社会体 育施 設の 整備  

(１ ) 社会体育施設の整備・機能充実  

体育 施設の 整備 は， 各種ス ポーツ大会などの誘 致や 市民の スポ ー

ツ 参加への意欲を高めること から ，生涯 スポ ーツ推進の 拠点とし て

機能の充実を図ります。  

 

市 ス ポ ー ツ 少 年 団 リ ー ダ ー 研 修 会       

南 九 州 市 ス ポ ー ツ 協 会 表 彰  
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具体的取組  

 

①  充 実 し た 社 会 体 育 施 設 の 提 供 に よ り ， 市 民 の 各 種 ス ポ ー ツ へ の  

参加機会を増やし，市民の体力・健康の維持増進，競技力の向上に

寄与できることから施設整備と機能の充実を図ります。  

 ②  社 会 体 育 施 設 の 維 持 補 修 ・ 改 修 等 を 実 施 し ， 設 備 の 充 実 を 図 り

ます。  
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【 現状 と課題】  
 

○  多 様 な 文 化 や 芸 術 に 触 れる 機会 の 提 供 や 参加 体験 でき る 文 化 活 動を

企 画 して き まし たが ， 今後 も 計画 的な 自 主文 化 事業 等を 実 施す る と と

も に ，市 民 の ニ ーズ に 合 わ せ た 多 様な 芸 術 鑑 賞 の 場 を 確 保 す る 必 要 が

あります。  
 
○  老朽化してきた各文化会館の年次的な改修を図る必要があります。  

 

【 施策 の方向性】  

○  多 様 な 文 化 や 芸 術 に 触 れる 機会 の 提 供 や 参加 体験 でき る 文 化 活 動の

推進を図ります。  
 

〇  各 文 化 会 館の 計画 的な 施 設 整 備 や修 繕等 に よ り 適 切な 会館 運営 を 図

ります。  
 

   コミュニティセンター文化会館利用者数（令和６年度）   

                           単位：人   

頴娃文化会館  知覧文化会館  川辺文化会館  

10,506 37,257 29,247 

 

【 施策 体系図】  
 

５  地域文化の振興  
  

①  文化活動の推進  
  

    

   
②  適切な会館運営  

  

 

【 施策 の展開】   

１  文化活 動の 推進  

(１ ) 地域の特色を生かした文化活動の推進  

多様 な文化 芸術 に触 れる機 会の提供や参加体験 でき る文化 活動 な

どの充実を図ります。  
 

項  目  
目  標  指  数   （年度）  目標値  

の根拠  Ｒ８  Ｒ９  Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 

文 化 祭 来 場 者 数 

（ 人 ）  
5,400 5,700 5,800 5,900 6,000 

過去の

実績に

よる  

５ 地 域 文 化 の振 興  
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具体的取組  
 

①  地域の特色を生かした文化祭の開催に努めます。  

②  文 化 協 会 と 連 携 し ， 文 化 芸 術 に 触 れ る 機 会 の 提 供 や 広 報 ・ 情 報  

提供に努めます。  

 

(２ ) 自主文化事業の実施と推進  

各世 代に応 じた 各芸 術部門 の鑑賞を実施すると とも に，関 連団 体

が 実施する自主文化事業を支 援し ，市民 の文 化意識の高 揚を図り ま

す。  
 

具体的取組  
 

①  心豊かで創造 力をもった地域文化の振興・発展のため，未就学児

から一般向けまでの各種芸術鑑賞事業を実施します。  

②  文化芸術に触 れる機会を提供するため，文化団体等をはじめとす

る関連団体との連携による自主文化事業の支援に努めます。  
 

項  目  

目  標  指  数  （年度）  
目標値  

の根拠  
Ｒ８  Ｒ９  Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 

自 主 文 化 事 業  

延 べ 入 場 者 数

（ 人 ）  

2,080 2,080 2,250 2,250 2,380 
過 去 の 実 績

に よ る  

                   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

(３ ) 文化関連団体への活動支援  

文化 協会の 育成 を中 心に関 連団体との連携を図 り， 各団体 の活 性

化と文化協会への加入促進に努めます。  
 

青 少 年 の た め の 芸 術 鑑 賞  マ ス ク プ レ イ ミ ュ ー ジ カ ル  
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具体的取組  
 

①  文化協会への 補助金を交付し，文化協会の組織運営による各活動

の立案や組織育成を図るとともに，地域文化の振興を図ります。  

②  文化協会の組 織運営の強化を図るため，新規団体の加入促進に努

めます。  

③  各種文化団体 の連携を密にし，会員相互の研鑽の機会をつくり，

地域文化の向上発展を図るため，文化祭の開催や文化団体交流の支

援を行います。  

④  文化活動にお ける九州大会規模以上の大会に出場する個人・団体

に奨励金を交付することで，市民自らが行う芸術文化活動への支援

を行います。  
 

項  目  

目  標  指  数  （年度）  
目標値  

の根拠  
Ｒ８  Ｒ９  Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 

市 文 化 協 会

加 入 団 体 数  
82 85 85 88 88 

過 去 の 実 績 に

よ る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  適切な 会館 運営  

(１ ) 文化施設などの機能充実  

文化 会館の 施設改修を年次的 に実 施しま す。 また，新た なニーズ

に応じた施設の整備を行います。  
 

具体的取組  
 

①  文化会館の経 年による老朽化が進んでいることから，施設や設備

においては，計画的にその改修を進めます。  

②  利用者が安心 で快適に施設を使うことができるように，適切な施

文 化 祭 （ 舞 台 発 表 ）  文 化 祭 （ 作 品 展 示 ）  
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設の維持管理に努めるとともに，今後の施設の在り方について検討

します。  
 

項  目  
目  標  指  数  （年度）  目標値の  

根拠  
Ｒ８  Ｒ９  Ｒ 10 Ｒ 11 Ｒ 12 

文 化 会 館

利 用 者 数

（ 人 ）  

77,000 77,300 77,300 77,600 77,600 
過 去 の 実 績 に

よ る  
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参考 
 
教育委員会が取り組む主な「児童生徒（子育て世帯）」への支援 

教育委員会では，地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるため，必要

とするすべての家庭が利用でき，子どもたちがより豊かに育っていける支援を進

めます。 
  ・遠距離通学費補助 
  ・通学自転車購入補助 
  ・学校給食費無償 
  ・タブレット端末の配備 
  ・放課後子ども教室 
  ・中高生向け子育て講座 
  ・家庭教育学級 
  ・就学援助制度 
 

    （令和８年４月現在） 
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